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唐
宋
愛
革
期
の
軍
穫
と
秩
序
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に
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軍
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概
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(
二
五
櫨
制
度
と
軍
櫨

(
二
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行
事
化
さ
れ
た
軍
櫨
|
|
田
猟
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武
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|
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)
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朕
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二
『
開
元
櫨
』
と
軍
櫨
の
秩
序

(
二
経
圭
自
の
継
承

(
二
)
軍
櫨
と
帝
園
秩
序

三
唐
宋
愛
革
期
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田
獄

(

一

)

唐

代

後

期

(

二

)
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宋
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唐
宋
繍
皮
革
期
の
議
武

(

一

)

五

代

北

宋

(
二
)
愛
質
の
プ
ロ
セ
ス

お

わ
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lま

じ

め

中
園
惇
統
一
吐
舎
の
軍
事
史
研
究
は
こ
れ
ま
で
膨
大
な
成
果
を
生
み
出
し
て
き
た
分
野
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
議
論
の
焦
貼
は
、
従
来
よ
り
、
そ

し
て
今
も
な
お
ほ
と
ん
ど
兵
役
負
捨
の
問
題
と
軍
制
と
に
集
中
し
て
い
る
。
前
者
に
共
通
す
る
の
は
、
労
働
力
搾
取
の
あ
り
方
に
針
す
る
関
心

で
あ
る
。
史
的
唯
物
論
に
依
援
す
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
論
者
た
ち
は
搾
取
主
躍
と
し
て
の
園
家
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

一
方
、
後
者
に
共
通
す
る
の
は
、
武
力
の
機
能
的
編
成
が
、
国
家
に
よ
る
一
世
合
統
合
に
規
定
的
な
作
用
を
及
ぼ
す
と
の
前
提
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
正
首
的
暴
力
を
燭
占
的
に
行
使
す
る
こ
と
で
、
枇
舎
統
合
を
賓
現
す
る
ヴ
ェ

l
パ
l
流
の
近
代
国
家
像
が
そ
こ
に
は
投
影
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
い
え
ば
、
む
し
ろ
君
主
政
瞳
を
採
る
惇
統
的
園
家
の
方
が
、
よ
り
素
朴
で
直
裁
的
な
暴
力
に
一
粧
台
回
統
合
の
成
否
を
依
存
し
て
い
る
は
ず
、

と
の
思
考
も
共
有
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
園
家
観
は
今
日
、
大
き
く
揺
ら
い
で
い
る
。
国
家
に
よ
る
枇
舎
統
合
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
上
か
ら
の
強
制
力
、
な

い
し
「
支
配
」
の
論
理
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
下
か
ら
同
意
を
輿
え
る
(
輿
え
さ
せ
る
)
論
理
、
あ
る
い
は
襲
方
の
相
補
閥
係
に
よ
っ
て
安
定(

l
)
 

的
に
生
み
出
さ
れ
る
「
秩
序
」
の
面
か
ら
も
解
明
し
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
、
多
分
野
の
研
究
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

階
級
闘
係
を
越
え
て
取
り
結
ば
れ
る
枇
合
的
結
合
の
あ
り
方
を
解
き
明
か
し
た
、

い
わ
ゆ
る
枇
舎
史
か
ら
の
提
起
が
そ
こ
に
は
内
在
し
て
い
る
。

本
稿
で
あ
っ
か
う
唐
宋
史
に
お
い
て
も
、

エ
リ
ー
ト
研
究
や
地
域
史
、
都
市
空
間
論
、
財
政
史
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
ス
タ
ン
ス

か
ら
の
成
果
が
近
年
着
々
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
軍
事
史
研
究
と
て
、
官
頭
で
概
括
し
た
よ
う
な
国
家
観
を
超
え
た
論
議
が
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考

え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
園
家
は
草
に
む
き
出
し
の
暴
力
を
護
動
す
る
潜
在
的
可
能
性
ゆ
え
に
、
一
吐
舎
を
統
合
で
き
る
の
で
は
な
い
。
正
賞
的

491 

暴
力
の
存
在
を
日
常
的
に
人
々
に
知
覚
さ
せ
、
抑
止
救
果
を
行
き
渡
ら
せ
る
の
に
必
要
な
管
理
能
力
が
近
代
国
家
に
比
し
て
墜
倒
的
に
貧
弱
な

惇
統
的
園
家
は
、
む
し
ろ
園
家
と
枇
舎
を
媒
介
す
る
象
徴
的
な
仕
掛
け
、
な
か
ん
づ
く
儀
植
を
通
じ
て
秩
序
形
成
に
努
め
て
き
た
。
そ
う
し
た
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諸
儀
曜
を
か
つ
て
の
よ
う
に
形
式
に
堕
し
た
権
力
の
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
斥
け
る
の
で
は
な
く
、
園
家
に
よ
る
秩
序
構
想
の
縮
固
と
し
て
、

さ
ら
に
は
そ
こ
に
人
々
が
進
ん
で
動
員
さ
れ
て
い
く
仕
掛
け
と
し
て
と
ら
え
る
覗
角
は
す
で
に
今
日
一
般
化
し
、
と
り
わ
け
王
擢
論
の
分
野
で

(

2

)

(

3

)

 

は
訣
か
せ
な
い
柱
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
動
向
に
却
し
た
軍
事
史
の
構
築
が
新
た
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
近
況
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
軍
事
儀
曜
に
着
目
す
る
。
停
統
的
園
家
が
象
徴
化
・
儀
稽
化
を
通
じ
て
一
吐
曾
統
合
の
契
機
を
豊
富
に

し
て
い
く
作
業
は
、
最
も
直
接
的
な
強
制
力
で
あ
る
武
力
に
も
及
ん
だ
。
武
力
を
儀
曜
の
コ

l
ド
に
饗
換
し
、
秩
序
の
媒
介
物
へ
と
昇
華
さ
せ

そ
れ
が
軍
事
儀
礎
で
あ
る
。
幸
い
中
園
惇
統
枇
舎
に
お
い
て
、
軍
事
儀
躍
は
五
種
(
吉
雄
・
賓
礎
・
軍
植
・
嘉
雄
・
凶
樟
)
の
一
カ
テ

た
も
の
、

ゴ
リ
ー
と
し
て
明
確
な
輪
郭
が
輿
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
軍
躍
を
題
材
と
し
て
「
軍
事
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
秩
序
の
あ
り
方
」
を
探
っ
て
い

く
こ
と
、
そ
れ
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

出
費
貼
は
、
古
代
以
来
の
惇
統
的
植
民
子
瞳
系
を
集
大
成
し
た

『
大
唐
開
元
瞳
」
(
以
下
『
開
元
種
』
と
略
稽
)
に
置
く
。
こ
の

『
開
元
曜
」
が

成
立
し
た
の
は
唐
の
極
盛
期
で
あ
る
が
、
時
代
は
そ
の
直
後
よ
り
大
き
な
曲
が
り
角
を
迎
え
る
。
本
稿
で
は
、
「
開
元
櫨
』
を
生
み
出
し
た
唐

代
前
期
か
ら
、
唐
宋
壁
草
と
呼
ば
れ
る
こ
の
縛
換
期
ま
で
を
射
程
に
入
れ
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
軍
植
を
静
態
的
・
形
式
的
な
面
の
み
な
ら

ず
、
動
態
面
か
ら
も
把
捉
し
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

軍
櫨
制
度
の
概
観

〆-¥

一
¥-ノ

五
瞳
制
度
と
軍
櫨

五
種
の
思
想
は

『
周
櫨
」
春
官
・
大
宗
伯
に
源
を
有
す
る
。
同
篇
に
は
合
計
二
六
種
の
儀
躍
が
各
種
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い
て
(
吉
種
一
一
一

種
、
賓
櫨
八
種
、
軍
艦
五
種
、
嘉
櫨
六
種
、
凶
櫨
五
種
)
、
こ
れ
が
後
世
の
規
範
と
な
っ
た
。
五
曜
の
枠
組
が
園
家
儀
曜
の
構
成
に
反
映
さ
れ
る
よ

(
4
)
 

う
に
な
る
の
は
西
青
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
仕
組
み
は
以
後
、
雨
菅
南
北
朝
か
ら
陪
を
経
て
、
徐
々
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
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『大唐開元種』軍雄一覧

巻81 皇帝親征類於上帝

巻82 皇帝親征宜於太祉

巻83 皇帝親征造於太廟

巻84
皇帝親征鵡於所征之地、皇帝親征及巡狩郊紀有司較於園門

皇帝親征及巡狩告所池山川、不蕩賊冠官露布、 J宣使者予軍将

巻85 皇帝議武、皇帝国狩

巻86 皇帝射於射宵、皇帝観射於射宵

巻87 制;宣大将出征有司宜於太枇

巻88 制遣大将出征有司告於太廟、制蓮大将出征有司告於斉太公廟

巻89 市E馬品目(仲春)、手先牧(仲夏)、祭馬iJ¥1(仲秋)、祭馬歩(仲冬)

巻90 合朔伐鼓、合朔諸州伐鼓、大(難、諸州牒傑
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開
元
二

O
年
(
七
三
二
)
に
上
進
さ
れ
た

『
大
唐
開
元
種
』
は
こ
う
し
た
前
代
の
成
果
を
集
大

成
し
、
合
計
一
五
二
篇
の
園
家
儀
植
を
五
曜
の
枠
組
の
中
に
配
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
一
五

O
巻

に
お
よ
ぶ
こ
の
巨
編
は
、
櫨
典
の
一
大
到
達
貼
と
し
て
後
世
の
規
範
と
さ
れ
た
。
宋
代
に
は

貫
通
瞳
』
以
下
、
各
種
の
瞳
典
に
継
承
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
端
は
今
日
停
存
す
る
「
太
常
国
革

(
5
)
 

一
一
一
年
成
立
)
よ
り
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

櫨
」
(
一

O
六
五
年
成
立
)
や
『
政
和
五
瞳
新
儀
』
(

軍
躍
は

一
一
一
一
一
種
の
儀
曜
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
(
表

『
開
元
瞳
』
に
お
い
て
一

O
巻
を
占
め
、

-
参
照
)
o

ま
ず
こ
れ
ら
を
有
事
の
軍
躍
と
平
時
の
軍
穫
に
大
別
し
、
巻
次
に
こ
だ
わ
ら
ず
整
理

(
6
)
 

し
て
、
全
瞳
の
成
り
立
ち
を
術
服
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
有
事
の
軍
植
を
出
征
時
の
時
系
列
に
即
し
て
再
構
成
す
る
。
皇
帝
親
征
の
場
合
、
出
征
前

に
は
天
・
枇
榎
・
宗
廟
の
祭
把
が
行
わ
れ
る
(
皇
帝
親
征
類
於
上
帝
、
皇
帝
親
征
宜
於
太
祉
、
皇
帝
親

征
造
於
太
廟
)
。
出
征
時
に
は
ま
ず
園
門
で
の
祭
記
が
有
司
に
よ
っ
て
行
わ
れ
(
皇
帝
親
征
及
巡
狩
郊

紀
有
司
戟
於
凶
門
)
、

つ
い
で
経
由
地
の
山
川
に
お
け
る
祭
杷
(
皇
帝
親
征
及
巡
狩
告
所
過
山
川
)
を

経
て
、
戦
地
に
お
け
る
祭
杷
(
皇
帝
親
征
鵡
於
所
征
之
地
)

へ
と
つ
づ
く
。
そ
し
て
作
戦
終
了
後
に

は
戦
勝
報
告
が
護
令
さ
れ
(
平
蕩
賊
冠
宣
露
布
)
、
使
者
を
汲
遣
し
て
軍
将
た
ち
へ
の
慰
労
が
行
わ

れ
る
(
遣
使
勢
軍
将
)
。
な
お
司
令
官
を
汲
遣
し
て
戦
う
場
合
に
は
、
天
の
祭
杷
が
省
略
さ
れ
、
一
吐

稜
・
宗
廟
お
よ
び
斉
太
公
廟
の
祭
記
が
有
司
代
行
の
も
と
で
聞
か
れ
る
(
制
遣
大
将
出
征
有
司
宜
於

太
壮
、
制
遣
大
将
出
征
有
司
告
於
太
廟
、
制
遣
大
将
出
征
有
司
告
於
一
部
門
太
公
廟
)
。

一
方
、
平
時
の
軍
瞳
は
、
狩
猟
儀
櫨
(
皇
帝
国
狩
)
、
軍
隊
の
練
兵
式
典
(
皇
帝
議
武
)
、
射
弓
儀

櫨
(
皇
帝
射
於
射
宮
、
皇
帝
観
射
於
射
宮
)
、
馬
に
か
か
わ
る
諸
儀
瞳
(
杷
馬
組
、
享
先
牧
、
祭
馬
枇
、

十
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祭
馬
歩
)
、
お
よ
び
合
朔
・
健
の
祭
(
合
朔
伐
鼓
、
合
朔
諸
州
伐
鼓
、
大
健
、
諸
州
豚
健
)
か
ら
成
る
。
こ
れ
ら
は
お
お
む
ね
開
催
時
季
が
定
め
ら
れ
、

年
中
行
事
と
し
て
固
家
の
カ
レ
ン
ダ
ー
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

本
稿
で
焦
貼
を
嘗
て
る
の
は
、
平
時
の
軍
穫
で
あ
る
。
目
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
ね
ら
い
は
「
軍
事
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
秩

序
」
を
解
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
有
事
の
軍
曜
に
お
い
て
も
そ
れ
は
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
武
力
が
直
接
衝
突
す
る
場
に
お
い
て
軍

曜
の
賓
施
場
面
を
拾
い
、
「
秩
序
」
を
誼
み
取
っ
て
い
く
こ
と
は
現
賓
の
史
料
上
、
容
易
で
は
な
い
。
「
秩
序
」
の
あ
り
ょ
う
、
あ
る
い
は
そ
こ

に
底
流
す
る
思
想
は
、
む
し
ろ
行
事
化
さ
れ
た
平
時
の
儀
曜
に
、
よ
り
明
示
的
に
現
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
う

ち
、
比
較
的
多
く
の
史
料
が
建
っ
て
い
る
狩
嵐
儀
檀
(
以
下
、
出
獄
と
稽
す
る
)
と
練
兵
式
典
(
以
下
、
議
武
と
稽
す
る
)
を
分
析
素
材
と
し
て
い

(

7

)

(

8

)

 

く
。
な
お
、
田
観
・
議
武
に
は
王
公
・
百
官
の
日
常
的
な
狩
猿
や
、
地
方
官
に
よ
る
軍
事
教
練
等
も
あ
る
が
、
園
家
レ
ベ
ル
で
の
秩
序
を
考
察

す
る
と
い
う
本
稿
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
分
析
封
象
か
ら
は
外
し
、
皇
帝
が
臨
御
す
る
ケ
1
ス
の
み
を
扱
う
こ
と
と
す
る
。

〆-¥

¥-ノ

行
事
化
さ
れ
た
軍
櫨
|
|
田
獄
と
議
武
|
|

「
聞
元
櫨
』
に
お
い
て
田
猟
は
「
仲
冬
之
月
」
に
行
う
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
事
前
の
準
備
か
ら
、
昔
日
の
式
次
第
ま
で
、
表
2
に
掲
げ

た
手
順
で
儀
曜
は
進
行
し
て
い
く
。

一
連
の
過
程
に
お
い
て
、
賓
際
に
狩
識
を
行
っ
て
い
く
の
は
③
の
部
分
で
、
ま
ず
「
駆
逆
」
、

つ
い
で
王
公
が
射
て
、
そ
の
後
に
百
姓
が
嵐
を
行
う
。
そ
し
て
射
嵐
終
了
後
に
お
け
る
獲
物
の
取
り
扱

つ
ま
り
御

前
に
駆
り
出
さ
れ
た
獣
を
皇
帝
が
射
、

い
を
定
め
た
の
が
④
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
旗
下
に
獲
物
が
集
め
ら
れ
、
「
大
獣
」
は
公
の
も
の
と
さ
れ
、
「
小
獣
」
は
私
の
も
の
と
し
て
参

加
者
に
分
輿
さ
れ
る
。
前
者
の
う
ち
、
上
等
の
も
の
は
宗
廟
に
、
中
等
の
も
の
は
賓
客
に
、
下
等
の
も
の
は
君
主
の
食
用
に
供
せ
ら
れ
る
。
そ

(
9
)
 

し
て
最
後
に
、
四
郊
と
宗
廟
・
一
吐
稜
に
封
す
る
獲
物
の
供
献
が
行
わ
れ
、
儀
躍
は
終
了
す
る
。
こ
の
よ
う
に
田
織
に
お
い
て
は
、
賓
際
の
狩
猟

(
③
)
を
通
じ
て
軍
事
救
練
を
行
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
成
果
と
し
て
の
獲
物
を
皇
帝
の
遠
組
や
枇
稜
、
そ
し
て
参
加
者
と
共
有
す
る
こ
と

(
刊
)

(
④
)
に
も
、
同
等
の
重
み
が
置
か
れ
て
い
る
。

十

11 
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曾場設営a事目ij準備
兵士への指不

②入場 部隊

‘ '言一'を目子

③大関開始
坐作進退

lJ ④狩場に出て再布陣 部隊

⑤田猟開始 思匝主主

大小により分配

獲物の左耳を集約
「一一一一一一 @獲物の分配

「車徒皆諜」

郊へ獲物を供献

取;洋史研究第六|囚巻第号 2ω5・12 三校

議武
表2 各軍穫の式次第

①事前準備

『開元鵡』の式次第

舎場設営

兵士の人選・指示

部隊

百官

賓客(蕃客・諸州士人)

皇帝

宣誓(大将)

坐作進退(突撃と停止)

五陣(東西岡陣の模擬戦)

終了宣言(侍中)

退場(皇帝→将士)

『周櫨」夏官・大司馬

典 t康

『周鵡」夏官・大百l馬

③入場

③議武開始

④終了

田j鼠

U
G
-
v
 

①事前準備 曾場設営

③入場
部隊

皇帝・王公

駆逆(獣を御前に駆り IHす)
『周櫨』夏官・大司馬

皇帝の射

『易」比

③出j鼠開始
王公の射 同事記」王制

白姓の獄

※射猟上の配慮事項
『詩」小雅・車攻「大庖不盈」鄭J土

撃鼓訣呼

『穀梁惇』昭公八年

『周鵡」夏官・大ロl馬
旗下に獲物の左耳を集約 『周礎』夏官・大司馬

④獲物の分配 大小・優劣により分配
『周櫨」夏官・大司馬

『曜日己』王制

郊廟へ獲物を供献
『周鵡」夏官・大ロl馬
『碓口己』王制

『周礎』夏官・大司馬「中冬大開」の式次第

L 

σコ。。 卜

11 
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こ
の
ほ
か
田
猟
に
は
い
く
つ
か
の
配
慮
事
項
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
開
催
時
季
は
「
仲
冬
之
月
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
皇
帝

が
獣
を
射
る
際
、
駆
逆
は
三
度
に
留
め
ら
れ
る
(
こ
れ
を
三
駆
と
い
う
)
0

さ
ら
に
回
嵐
曾
場
に
設
け
ら
れ
る
の
園
み
は
三
面
に
限
定
さ
れ
、

面
は
獣
の
逃
げ
遁
と
し
て
解
放
さ
れ
る
(
表
2
田
獄
③
「
※
」
の
箇
所
)
。
こ
う
し
た
規
定
は
田
猿
に
遊
興
的
な
側
面
が
あ
る
こ
と
と
関
係
す
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
好
む
君
主
が
し
ば
し
ば
度
を
過
ご
し
て
、
時
に
農
事
を
妨
げ
、
時
に
自
ら
の
政
務
を
疎
か
に
す
る
と
い
っ
た
事
態
に
立
ち

至
る
。
そ
こ
で
開
催
時
季
を
制
限
す
る
と
と
も
に
、
獲
物
の
濫
獲
を
戒
め
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
象
徴
的
な
約
束
事
が
、
田
獄
の
プ
ロ
グ
ラ

(
H
)
 

ム
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
の

『
貞
観
政
要
』
巻
一

O
に
「
敗
磁
」
と
い
う
項
が
立
て
ら
れ
、
後
世
の
戒
め
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら

も
、
こ
の
こ
と
が
君
主
の
銘
記
す
べ
き
重
大
な
白
戒
案
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

一
方
、
講
武
も
ま
た
「
仲
冬
」
開
催
が
規
定
さ
れ
、
「
都
外
」
で
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
式
次
第
も
表
2
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
③
が
練
兵
式
に
該
首
し
、
議
武
の
中
核
を
構
成
す
る
。
宣
誓
の
後
に
お
こ
な
わ
れ
る
「
坐
作
唯
一
退
」
と
は
、
合
同
場
に
整
坐
し
た
各
部
隊
が
、

太
鼓
や
鐸
錫
の
合
園
に
あ
わ
せ
て
立
ち
上
が
っ
て
突
撃
し
、
等
間
隔
で
置
か
れ
た
標
識
に
到
達
し
た
ら
止
ま
っ
て
坐
る
、
と
い
う
動
作
を
反
復

す
る
も
の
で
あ
る
。

?
づ
く
「
五
陣
」
と
は
、
合
同
場
に
分
か
れ
て
整
列
す
る
東
西
雨
軍
に
よ
っ
て
、

五
種
類
の
陣
形
を
次
々
に
封
抗
さ
せ
る
模

擬
戟
で
あ
る
。
雨
軍
は
、
交
互
に
先
攻
後
攻
を
愛
え
な
が
ら
、
「
青
旗
直
陣
」
「
白
旗
方
陣
」
「
黄
旗
固
陣
」
「
赤
旗
鋭
陣
」
「
黒
旗
曲
陣
」
と
呼

ば
れ
る
五
陣
形
を
そ
れ
ぞ
れ
繰
り
出
し
て
い
く
。
そ
の
際
、
先
攻
側
の
陣
に
釘
し
後
攻
側
は
五
行
相
剖
説
に
照
ら
し
て
こ
れ
に
魁
つ
陣
形
を
布

く
(
た
と
え
ば
束
軍
が
「
青
旗
直
陣
」
を
取
る
と
、
西
軍
は
「
白
旗
方
陣
」
を
取
る
。
す
な
わ
ち
「
金
は
木
に
剤
つ
」
で
あ
る
)
。
こ
れ
を
五
回
繰
り
返
し

て
終
了
と
な
る
。

f¥  

一
¥-〆

賓

日犬

j兄

施

そ
れ
で
は
、
本
稿
が
封
象
と
す
る
唐
宋
時
代
に
お
い
て
、
雨
儀
瞳
の
賓
施
状
況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
大
雑
把
な
推
移
を
敷
量

的
な
面
か
ら
概
観
し
て
お
こ
う
。
表
3
は
歴
代
正
史
や
類
書
等
か
ら
議
武
・
田
棋
の
賓
施
事
例
を
検
索
し
、
そ
の
貰
施
回
数
を
皇
帝
ご
と
(
五

十

40 
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表 3 軍種の賓施状況

十

皇帝・王朝 日獄 議武 皇帝・王朝 田j鼠 議武

品ittti(8) 24 4 信宗(15) 。 1 

太宗(23) 25 2 唐 昭宗(16) 1 。
品宗(34) 9 3 扶帝(3) 。 。
武后(15) 。0[1] 後梁(16) 6 17 

中宗(6) 1 O 後唐(13) 33 2 

容宗(8) 。 0 五代 後菅(11) 7 3 

玄宗(44) 12[2J 2 後漢(4) 1 。
粛宗(6) 。 2 後周(9) 3 3 

唐
代宗(17) 1 2 大組(16) 28 31 

徳宗(26) υ 戸 。 太宗(21) 15 17 

順宗(0) 。 。 員宗(25) 6 20 

憲宗(15) 0[3J 。 仁宗(41) 2[lJ 23 

穆宗(4) υ 「 0 北宋 英宗(4) 。 1 

敬宗(2) 2 O 神宗(18) 。 14 

文京(14) 。 。 哲京(15) 。 3 

武宗(6) 5 1 徽宗(25) O 。
宣宗(13) 2 。 欽宗(2) O 1 

諮宗(14) 。 。
〔凡例〕

. I皇帝・王朝」欄の( )内数字は在位・存績年数

在位年数・死亡年(譲位年)から即位年を51いた値

存績年数:滅亡年から建園年をヲ|いた値

• [ J内数字は中止回数

の で元期慶は本表 に れ田期断 雨ろ おる
あ年 間 暦 、 か五て楓にが儀前豊 うよた唐

空る( が 五 異 に け 代 い はなあ そめ代
品。ーあ年宗はてにくいるると ま次 、と

そ O る(の明はは 。くとがも曜ずの車純代宋
聞 し o ー景示雨議 ぶ 議、盛 よ
をてろ こ O 徳 さ 儀 武 ん武玄ん制うにで
置慶のれ四回れ曜が 頻度が宗期 にのな比史

い暦 は11.年てと復 次 行確立代経時較存料残
た五封後 いも活 を 第にわ で
田年時か 連 聞の三な活し 落 にはれ途 き
鼠 に す、 O い護、 と行再る上過な量
はー契 る O がに北 し わ 聞 O にがいに
以旦機ょ四七、行宋 なれ さ 武 あ j字面大き
後定着 復とう o~田わ初 がなれ期章るかも

活なに年か j鼠れ期 らくる 唐 び あ な
すつ大近らにるか も な O に 初 上 る 聞

せるた中い仁つ O ら 継績 る 代唐後 ーにががき
ずもも鮮符 空宗いな中 一 時はる、が

の の 白のてお期 さ方 中 、 だ お あ、、

41 
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慶
暦
七
年
以
降
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。
議
武
も
ま
た
北
宋
末
期
に
か
け
て
次
第
に
下
火
と
な
っ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
通
観
す
る
と
、
唐
代
前
期
と
宋
代
前
期
の
二
大
ピ

l
ク
に
、
唐
代
後
期
の
「
谷
間
」
が
挟
ま
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を

軍
制
史
の
展
開
に
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
府
兵
制
期
に
一
つ
の
頂
貼
を
迎
え
、
募
兵
制
へ
の
移
行
期
に
混
乱
し
、
そ
の
定
着
期
に
再
開
さ
れ
る
と

い
う
流
れ
が
謹
み
取
れ
よ
う
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
第
一
の
頂
酷
で
あ
る
唐
代
前
期
と
、
混
乱
か
ら
再
構
築
に
向
か
う
唐
宋
饗
革
期
(
特
に
唐
代
後
期
か
ら
北
宋
前
期
)
の
二

期
に
分
け
、
軍
曜
の
質
的
な
印
刷
失
化
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

『
開
元
種
」
軍
曜
の
秩
序

本
章
で
は

の
田
撮
・
講
武
規
定
を
唐
代
前
期
の
賓
施
例
等
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
昔
該
時
期
に
お
け
る
軍
穫
が
園
家
の
秩
序
を
い

『
聞
一
万
瞳
」

か
に
媒
介
し
て
い
た
か
を
考
察
す
る
。

f¥  

一
¥-〆

経

書

の

継

承

前
章
で
概
括
し
た

『
聞
元
植
』
講
武
・
田
誠
の
式
次
第
は
、
一
経
童
目
に
記
載
さ
れ
る
多
く
の
軍
事
儀
曜
に
そ
の
範
を
と
っ
て
い
る
。
前
掲
表
2

は

「
開
元
瞳
』

の
式
次
第
の
う
ち
、
経
童
日
を
踏
ま
え
る
部
分
の
封
麿
典
擦
を
掲
げ
て
い
る
。
議
武
に
お
け
る
坐
作
進
退
、
田
嵐
に
お
け
る
狩

嵐
お
よ
び
獲
物
の
分
配
・
供
献
と
い
う
儀
曜
の
核
心
部
分
は
、
『
周
櫨
」
夏
官
・
大
司
馬
や
『
曜
記
』
王
制
な
ど
、
経
書
に
根
擦
を
お
い
て
構

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

と
り
わ
け
重
要
な
の
は

『
周
瞳
』
夏
官
・
大
司
馬
で
あ
る
。
同
篇
に
は
春
夏
秋
冬
四
種
の
軍
事
儀
曜
が
列
奉
さ
れ
る
が
、
「
開
元
種
』
田

削
減
・
講
武
の
式
次
第
は
、
そ
の
う
ち
「
中
各
大
関
」
に
そ
の
基
本
構
造
を
依
撮
し
て
い
る
。
表
2
の
右
側
に
掲
げ
た
中
各
大
聞
の
式
次
第
を
見

(ロ)

る
と
、
同
儀
瞳
は
大
き
く
前
後
半
二
種
類
の
儀
曜
か
ら
成
っ
て
お
り
、
前
者
が
「
開
元
瞳
』
の
講
武
と
、
後
者
が
田
猟
と
封
醸
し
て
い
る
。
雨

十
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者
は
も
と
も
と
一
績
き
の
行
事
だ
っ
た
も
の
が
、

(
日
)

の
ち
に
個
別
の
儀
曜
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

田
鎖
・
講
武
の
開
催
時
季
が
冬
季
と
さ
れ
る
の
は
前
述
の
と
お
り
農
事
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

『
周
櫨
』
が
冬
季
以
外
の
三
季

に
も
狩
猟
・
議
武
の
儀
躍
を
定
め
て
い
る
の
と
は
異
な
る
。
こ
の
賠
は
む
し
ろ
開
催
を
一
季
に
限
定
す
る

(
N
H
)
 

武
」
に
依
擦
し
た
護
想
と
考
え
ら
れ
る

『
曜
記
」
月
令
や
漠
代
の
「
立
秋
講

経
書
に
即
し
て
軍
植
を
賓
施
し
て
い
こ
う
と
す
る

『
開
元
種
』
の
理
念
は
、
賓
践
面
に
も
反
映
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
議
武
の
開
催
時
季
は
、

後
掲
表
6
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
南
朝
お
よ
び
北
貌
に
お
い
て
は
一
貫
性
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
西
貌
・
北
周
・
陪
・
唐
に
お
い
て
は

冬
季
開
催
が
中
心
に
な
っ
て
い
く
。
武
后
の
聖
暦
二
年
(
六
九
八
)

一
月
、
前
年
冬
に
開
催
珠
定
の
議
武
が
準
備
不
十
分
で
こ
の
時
期
に
ず
れ

込
み
そ
う
に
な
っ
た
際
に
は
、
王
方
慶
と
い
う
人
物
が
春
季
に
冬
瞳
を
行
う
こ
と
の
問
題
黙
を
『
稽
記
」
月
令
等
を
根
擦
と
し
て
賓
施
に
反
封

(
日
)

し
、
認
め
ら
れ
た
。

(
国
)

ま
た
講
武
で
賓
際
に
坐
作
進
退
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
額
慶
五
年
(
六
六
O
)
や
先
天
二
年
(
七
二
二
)
の
賓
施
記
録
か
ら
謹
み
取
れ
る
。
田

(
口
)

猟
に
お
け
る
獲
物
の
供
献
が
規
定
通
り
賓
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
玄
宗
期
の
宰
相
張
説
の
作
品
等
か
ら
う
か
が
え
る
。
貞
観
四
年
(
六
一
二
O
)

(
民
)

お
よ
び
五
年
の
田
猟
の
後
に
、
太
宗
が
昔
時
上
皇
だ
っ
た
高
組
の
居
所
大
安
宮
に
獲
物
を
送
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
陳
戊
固
氏
が
指
摘
し
て
い

(
日
)

る
よ
う
に
宗
廟
供
献
と
同
じ
趣
旨
で
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

〆'♂『、、、

¥-ノ

軍
曜
と
帝
国
秩
序

」
こ
ま
で
は

『
開
元
耀
」
の
規
定
が
経
書
に
依
撮
し
、
賓
際
の
開
催
も
こ
れ
に
則
っ
て
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
そ
の

499 

一
方
で
唐
代
前
期
な
ら
で
は
の
特
色
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
外
国
や
地
方
の
使
節
が
儀
躍
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
議
武
に
お
い
て
は
、

(
初
)

蕃
客
・
諸
州
使
人
が
皇
帝
を
出
迎
え
、
曾
場
で
は
皇
帝
の
背
後
に
位
置
を
輿
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
『
開
元
種
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
田
嵐
の
場

(
江
)

い
く
つ
か
の
賓
施
例
か
ら
蕃
客
が
参
合
し
て
い
た
こ
と
が
窺
い
う
る
。
彼
ら
だ
け
で
は
な
い
。
合
場
に

合
、
『
開
元
種
』
に
規
定
は
な
い
が
、
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お
い
て
多
数
を
占
め
る
兵
士
は
理
念
上
全
圃
の
百
姓
か
ら
徴
護
さ
れ
た
府
兵
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
開
元
八
年
(
七
二

O
)
に

(
泣
)

は
こ
れ
を
蕃
漢
の
別
な
く
選
抜
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
講
武
の
規
定
で
は
、
見
物
に
来
た
一
般
民
の
居
場
所
も
定
め
ら
れ
て

(

お

)

(

刊

は

)

お
り
、
賓
際
周
固
に
百
姓
が
雲
集
し
た
と
の
記
録
も
見
え
る
。

つ
ま
り
講
武
の
場
に
は
外
国
使
節
、
中
央
地
方
の
丈
武
官
、
蕃
漢
の
府
兵
、
そ
し
て
見
物
者
と
し
て
の
百
姓
が
一
堂
に
合
し
、

田
識
に
お
い

て
も
王
公
、
外
国
使
節
、
兵
員
、
そ
し
て
百
姓
に
至
る
ま
で
が
射
猟
に
顔
を
連
ね
て
い
る
。
大
規
模
な
場
合
は
、
数
十
高
人
が
動
員
さ
れ
、
数

(
お
)

十
旦
に
わ
た
っ
て
各
軍
が
展
開
し
た
と
惇
え
ら
れ
る
か
ら
、
参
列
し
た
人
々
は
巨
大
な
軍
瞳
空
間
に
身
を
置
く
な
か
で
、
い
や
が
上
に
も
そ
こ

に
現
出
さ
れ
た
帝
国
秩
序
を
肌
で
感
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
回
嵐
・
講
武
の
カ
レ
ン
ダ
ー
や
式
次
第
は
経
書
に
基
づ
い
て
い
る
。
所
定

の
動
作
や
段
取
り
を
間
違
い
な
き
ょ
う
再
現
す
る
時
間
経
過
の
な
か
で
、
出
席
者
た
ち
は
中
華
惇
統
の
軍
稽
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
そ
の
身
睦
に
刻
み

つ
け
て
い
く
。

さ
ら
に
田
鎖
の
場
合
は
、
統
合
を
媒
介
す
る
契
機
が
も
う
一
つ
あ
る
。
田
鎖
で
捕
ら
え
た
獲
物
は
上
級
品
か
ら
宗
廟
、
賓
客
、
君
主
、
そ
の

他
の
参
舎
者
と
い
う
順
で
共
食
さ
れ
る
。
武
事
の
果
賓
は
、
序
列
性
を
帯
び
つ
つ
、
一
同
の
血
内
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
場
合
に
よ
っ

(

お

)

(

幻

)

て
は
、
獲
物
と
は
別
に
布
吊
等
が
皇
帝
よ
り
下
賜
さ
れ
、
反
封
に
蕃
客
や
百
官
か
ら
は
狩
嵐
に
用
い
る
鷹
犬
類
が
献
上
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

軍
事
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
則
っ
た
共
同
行
矯
を
中
核
に
据
え
、
そ
の
周
遣
に
補
完
的
な
贈
興
関
係
を
二
次
的
に
配
す
る
こ
と
で
、
帝
園
の
秩
序

は
念
入
り
に
組
み
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

儀
曜
空
間
へ
の
参
加
、
式
次
第
の
共
同
遂
行
、
そ
し
て
饗
宴
の
場
に
お
け
る
君
臣
共
食
等
が
、
帝
国
秩
序
の
成
り
立
ち
に
呆
た
す
象
徴
的
役

割
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
渡
遺
信
一
郎
氏
が
元
曾
儀
躍
を
題
材
に
打
ち
立
て
た
先
駆
的
成
果
や
、
梅
原
郁
氏
や
金
子
修
一
氏
に
よ
っ
て
深
め
ら

れ
た
郊
廟
祭
記
の
研
究
な
ど
が
す
で
に
あ
り
、
本
章
の
枠
組
も
そ
の
膜
尾
に
附
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
軍
植
は
、
人
的
動
員
規
模
や
空
間
的

慶
大
さ
と
い
う
貼
に
お
い
て
、
郊
廟
祭
杷
の
よ
う
な
吉
礎
や
元
合
同
儀
瞳
の
よ
う
な
嘉
曜
を
凌
駕
す
る
も
の
が
あ
る
。
『
開
元
礎
」

の
時
代
、
唐

朝
が
帝
国
秩
序
を
演
出
す
る
に
首
た
っ
て
は
、
軍
曜
も
ま
た
こ
れ
ら
に
劣
ら
ぬ
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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開
元
二
二
年
(
七
二
五
)

一
O
月
、
洛
陽
郊
外
で
田
猟
が
行
わ
れ
た
と
き
、
馬
前
に
現
れ
た
免
を
玄
宗
が
見
事
射
止
め
る
と
、
傍
ら
に
雇
従

し
て
い
た
突
一
敗
使
節
の
阿
史
那
徳
吉
利
護
は
馬
か
ら
下
り
て
免
を
捧
げ
も
ち
、
通
課
を
介
し
て
こ
う
祝
賀
し
た
。

天
可
汗
の
一
脚
武
、
天
上
に
は
則
ち
有
る
も
、
人
世
に
は
無
き
な
り
。

玄
宗
は
彼
に
腹
は
空
い
て
い
な
い
か
と
問
う
。
す
る
と
彼
は
答
え
る
。

聖
代
此
の
如
き
を
仰
、
ぎ
観
れ
ば
、
十
日
食
ら
わ
ざ
れ
ど
も
、
猫
お
飽
く
と
矯
す
が
ご
と
し
。

(
鈎
)

こ
の
の
ち
突
阪
の
使
節
は
、
常
に
儀
杖
に
参
じ
騎
射
に
加
わ
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
も
こ
の
と
き
の
田
猟
は
、
玄
宗
自
身
初
の

封
樟
を
翌
月
に
控
え
、
泰
山
に
赴
く
行
幸
の
途
上
で
行
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
皇
帝
自
ら
獲
た
軍
事
儀
曜
の
果
賓
を
、
被
加
封
圃
の
代
表
が
下

馬
し
た
う
え
で
奉
献
し
、
「
天
可
汗
」
の
武
威
を
言
祝
ぐ
。
し
か
も
か
か
る
時
代
に
暮
ら
し
て
い
れ
ば
、

一
O
日
絶
食
し
て
も
空
腹
に
は
な
ら

な
い
と
語
る
。

つ
ま
り
獲
物
の
共
食
に
輿
ら
な
く
て
も
困
ら
ぬ
ほ
ど
の
盛
時
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
時
あ
た
か
も
唐
帝
圃
が
最
盛
の
世
を
迎
え

ょ
う
と
す
る
な
か
、
軍
事
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
帝
国
秩
序
も
ひ
と
つ
の
極
貼
に
到
達
し
て
い
た
こ
と
を
象
徴
的
に
切
り
取
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
い
、
え
よ
、
っ
。

唐
宋
嬰
革
期
の
田
鎖

第
一
章
第
三
節
で
も
概
観
し
た
よ
う
に
、
唐
代
後
期
に
な
る
と
軍
曜
は
「
谷
間
」
の
時
代
を
迎
え
、
五
代
宋
初
に
い
た
っ
て
再
び
活
護
化
す

る
。
そ
の
問
、
枇
舎
が
い
わ
ゆ
る
唐
宋
愛
革
の
波
に
さ
ら
さ
れ
る
な
か
、

田
誠
・
講
武
は
い
か
な
る
饗
化
を
蓬
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
お
よ

び
次
章
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
嬰
化
を
追
跡
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

f¥  

一
'--' 

代

後

唐

期

501 

議
武
と
異
な
り
、
田
獄
は
唐
代
後
期
に
も
停
廃
さ
れ
る
こ
と
な
く
つ
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
唐
代
後
期
の
歴
代
皇
帝
を
通
観
し
て
み
る
と
、
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502 

穆
宗
・
敬
宗
父
子
を
筆
頭
に
、
憲
宗
・
武
宗
な
ど
田
獄
に
熱
中
す
る
者
が
た
び
た
び
現
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
ろ
の
田
獄
に
お
い
て
は
、
帝
園

構
成
員
の
代
表
を
一
堂
に
曾
し
練
兵
式
典
を
暴
行
す
る
と
い
う
本
旨
は
お
ざ
な
り
に
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
元
和
五
年
(
八
一

O
)
、
憲
宗
が
苑
中

で
田
棋
を
行
お
う
と
し
た
際
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。

上
暇
に
因
っ
て
近
く
に
敗
撮
せ
ん
と
欲
す
。
行
き
て
蓬
莱
池
の
西
に
至
り
、
左
右
に
謂
い
て
日
く
「
李
粋
嘗
て
我
の
敗
識
を
諌
め
、
政
事

を
蔚
損
す
と
云
う
。
今
遠
か
ら
ず
と
難
も
、
近
く
苑
中
に
出
手
つ
れ
ば
、
必
ず
や
章
疏
上
陳
す
る
こ
と
有
ら
ん
。
且
ら
く
休
む
る
に
如
か

(
初
)

ず
」
と
。
遂
に
却
て
罷
臨
す
。
(
『
李
相
園
論
事
集
』
巻
五
「
憲
宗
出
添
田
猟
中
罷
」
)

皇
帝
が
回
嵐
に
出
か
け
た
後
で
、
宰
相
李
絡
に
諌
言
さ
れ
る
こ
と
を
思
い
、
引
き
返
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
の
と
き
一
行
に

は
宰
相
す
ら
件
わ
れ
て
お
ら
ず
、
「
帝
圃
秩
序
の
縮
園
」
と
は
ほ
ど
遠
い
、
遊
興
色
の
強
い
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

軍
事
救
練
色
が
稀
薄
化
す
る
一
方
で
、
獲
物
の
取
り
扱
い
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
代
宗
朝
で
宰
相
を
務
め
た
常
哀
に
は
田
識
の
様
子

を
描
い
た
「
春
蒐
賦
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
獲
物
が
宗
廟
に
供
さ
れ
た
こ
と
が
次
の
よ
う
な
表
現
で
植
わ
れ
て
い
る
。

有
司
乃
ち
:
:
:
禽
を
献
じ
て
以
て
其
の
生
植
に
報
い
、
豆
を
充
た
し
て
以
て
其
の
孝
悌
に
遵
う
。
(
『
文
苑
英
華
』
巻
一
一
一
四
)

(
引
)

ま
た
大
暦
七
年
(
七
七
二
)
の
田
嵐
時
に
つ
く
ら
れ
た
と
思
し
き
路
季
登
「
皇
帝
冬
狩
一
箭
射
襲
免
賦
」
か
ら
も
同
じ
こ
と
が
窺
え
る
。

:
:
・
或
い
は
鮮
を
乾
豆
に
備
え
、
或
い
は
芽
を
組
宗
に
薦
む
。
園
を
合
し
て
縦
い
ま
ま
に
獲
る
に
匪
ず
、
諒
に
武
を
閲
し
て
農
を
勘
む
る

な
り
。
(
同
右
)

こ
の
よ
う
に
宗
廟
供
献
が
維
持
さ
れ
る
傾
向
は
、
田
棋
が
年
末
の
行
事
で
あ
る
臓
祭
(
措
祭
)
に
合
わ
せ
二
一
月
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
い

っ
そ
う
明
確
に
な
る
。
こ
の
祭
は
年
末
に
嘗
た
り
南
郊
に
百
神
を
祭
る
儀
穫
で
あ
る
杭
ド
そ
の
過
程
で
宗
廟
に
は
犠
牲
が
供
さ
れ
る
こ
と
と
さ

(
お
)

れ
て
い
る
。
臓
日
に
田
撮
を
行
う
事
例
は
唐
初
よ
り
見
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
唐
代
後
期
に
な
る
と
服
日
の
田
楓
賓
施
を
明
記
す
る
記
録
が

(
社
)

愉
唱
え
て
く
る
。
ま
た
子
部
と
い
う
人
物
が
、
あ
る
年
の
田
獄
に
嘗
た
り
、
皇
帝
に
提
出
し
た
進
肢
か
ら
も
臆
祭
に
合
わ
せ
た
田
撮
賓
施
を
窺
わ

(
お
)

せ
る
一
節
が
あ
る
。

十

11 

46 

寸11 



L 」

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
-

H

N

1

J

待

ー「

:
・
陛
下
、
僻
し
て
敗
撮
せ
し
め
、
蓬
か
に
寵
霊
に
借
れ
ば
、
豊
狐
も
重
由
一
一
誌
を
脱
し
難
く
、
技
免
も
三
窟
に
遺
る
莫
く
、
観
る
こ
と
将
帥

に
同
じ
う
し
、
雲
は
偏
禅
を
角
ぶ
。
況
ん
や
節
は
嘉
平
を
競
し
、
時
は
蛤
祭
を
粂
ぬ
。
威
を
承
け
命
を
票
く
る
に
、
恩
巳
に
戎
臣
に
貸
せ

ば
、
担
に
登

L
庖
に
充
つ
る
に
、
味
は
宜
し
く
君
上
を
先
に
す
べ
し
。
八
珍
は
豊
桁
に
し
て
、
六
禽
は
填
委
す
と
難
も
、
執
り
に
誠
を
金

鼎
に
傾
け
、
義
を
野
芹
に
慕
う
に
庶
か
ら
ん
。
前
件
の
品
味
、
謹
ん
で
賦
に
随
っ
て
進
め
ん
。
(
『
丈
苑
英
華
』
を
六
四
0
・
「
進
打
猟
口
味

状
」
)

(
お
)

ち
な
み
に
「
嘉
平
」
と
は
蹴
祭
の
夏
代
に
お
け
る
呼
稀
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
一
一
一
月
の
服
祭
に
合
わ
せ
て
開
催
さ
れ
る
傾
向
が
護
み
取
れ

る
と
こ
ろ
で
右
の
進
肢
に
は
注
意
す
べ
き
貼
が
も
う
一
つ
あ
る
。
獲
物
が
百
官
よ
り
進
航
っ
き
で
献
上
さ
れ
る
と
い
う
過
程
を
践
ん
で
い
る
賄

で
あ
る
。

一
方
、
こ
れ
と
反
封
に
皇
帝
が
獲
物
を
百
官
に
「
賜
興
す
る
」
場
合
も
あ
る
。

右
。
中
使
祁
園
俊
至
り
、
恩
旨
を
奉
宣
し
、
前
件
の
鹿
、
梢
や
鮮
好
を
畳
ゆ
る
を
以
て
、
特
に
以
て
臣
に
賜
る
者
。
:
:
:
伏
し
て
以
み
る

に
、
陛
下
時
令
に
順
っ
て
以
て
風
を
宣
べ
、
春
蒐
の
葬
典
を
展
べ
、
有
司
職
を
奉
じ
て
、
上
苑
に
従
禽
す
。
将
に
御
庖
に
備
え
ん
と
し
て
、

京
の
鮮
獣
を
献
ず
れ
ば
、
宜
し
く
六
膳
に
供
し
、
以
て
八
珍
に
副
う
る
べ
し
。
臣
賞
に
功
無
し
。
何
を
以
て
か
賜
を
受
け
ん
や
。
:
:
:

(
『
文
苑
英
華
』
巻
六
三
二
・
常
哀
「
謝
賜
鹿
吠
」
)

こ
こ
で
は
中
使
が
抵
遣
さ
れ
て
百
官
に
獲
物
が
賜
輿
さ
れ
、
百
官
が
そ
れ
に
封
す
る
謝
肢
を
皇
帝
に
提
出
し
て
い
る
。

第
二
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
獲
物
の
共
食
は
も
と
よ
り
田
獄
の
中
核
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
右
の
や
り
と
り
も
一
見
そ
の
土
俵
上
に

あ
る
か
に
み
え
る
。
た
だ
従
前
と
異
な
る
の
は
、
唐
代
後
期
に
特
有
の
現
象
、
「
進
奉
」
と
「
帝
賜
」

の
影
響
が
そ
こ
に
及
ん
で
い
る
貼
で
あ

る
進
奉
と
は
周
知
の
通
り
、
百
官
が
皇
帝
か
ら
の
個
人
的
な
恩
寵
を
求
め
て
行
わ
れ
る
献
納
行
震
で
あ
り
、
帝
賜
と
は
皇
帝
よ
り
百
官
や
百
姓

503 

に
封
し
て
下
さ
れ
る
各
種
の
賜
輿
を
指
す
。
進
一
奉
品
は
園
庫
(
左
蔵
庫
)
と
は
別
に
設
定
さ
れ
た
皇
帝
の
私
的
財
庫
(
内
戒
庫
)
に
納
め
ら
れ
、
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504 

こ
れ
が
し
ば
し
ば
帝
賜
の
資
源
に
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
税
物
を
左
戴
庫
に
納
め
園
家
経
費
に
支
出
す
る
と
い
う
一
般
財
政
と
は
別

に
、
贈
輿
を
核
と
す
る
新
た
な
富
の
流
れ
が
抵
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
准
一
奉
と
帝
賜
が
一
般
財
政
に
お
け
る
牧
放
過
程
と
決
定
的
に
異
な
る
の

は
、
差
出
人
と
受
取
人
を
結
ぶ
個
人
的
紐
帯
の
確
認
・
更
新
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
贈
答
品
に
は
必
ず
雨
者
の
「
名

前
」
を
明
記
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
必
ず
書
簡
が
添
附
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
贈
り
主
か
ら
使
者
が
立
て
ら
れ
る
か
し
て
、

「
贈
物
の
命
名
性
」
の
捨
保
が
圃
ら
れ
る
。
清
木
場
東
氏
に
よ
れ
ば
、
帝
賜
の
際
に
中
使
が
祇
遣
さ
れ
、
賜
物
を
頂
戴
し
た
者
は
返
曜
と
し
て

(
幻
)

謝
状
を
提
出
す
る
、
と
い
う
慣
習
が
唐
代
中
期
以
降
、
掻
大
し
た
と
い
う
。
常
衰
の
謝
状
中
に
見
え
る
獲
物
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
は
ま
さ
し
く

そ
れ
に
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。

田
棋
に
お
け
る
獲
物
と
は
本
来
、
儀
稽
合
同
場
に
お
い
て
他
の
参
加
者
と
と
も
に
共
食
す
る
こ
と
で
帝
園
構
成
員
た
る
こ
と
を
認
識
す
る
た
め

の
媒
介
物
で
あ
っ
た
。
唐
代
後
期
に
も
回
獄
後
に
は
饗
宴
が
聞
か
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
側
面
が
消
滅
し
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
だ
が

こ
れ
と
同
時
に
、
獲
物
は
君
臣
讐
方
が
個
別
的
互
酬
闘
係
を
取
り
結
ぶ
た
め
に
、
書
簡
や
使
者
を
介
し
て
や
り
と
り
さ
れ
る
交
換
財
と
い
う
役

割
を
も
捨
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
皇
帝
へ
の
書
簡
は
こ
の
こ
ろ
よ
り
作
者
個
人
の
創
作
と
し
て
の
債
値
を
見
出
さ
れ
、
保
存
・

鑑
賞
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
君
臣
聞
の
新
た
な
互
酬
閥
係
は
、
進
奉
と
い
う
風
潮
に
便
乗
し
つ
つ
、
公
然
と
交
わ
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
く
。

こ
う
し
た
贈
答
は
他
の
品
物
に
も
掻
大
す
る
。
田
誠
に
お
い
て
好
ん
で
貢
献
さ
れ
た
の
は
、
狩
り
に
用
い
る
鷹
や
馬
で
あ
り
、
そ
こ
に
附
さ

(
お
)

れ
た
進
状
も
今
日
何
賠
か
残
さ
れ
て
い
る
。
父
穆
宗
や
兄
敬
宗
の
惑
溺
ぶ
り
を
見
て
い
た
せ
い
か
、
因
説
を
む
し
ろ
忌
避
し
て
い
た
丈
宗
で
さ

(
却
)

ぇ
、
鷹
犬
一
般
の
進
奉
を
禁
止
し
な
が
ら
田
猿
用
の
鷹
犬
だ
け
は
例
外
と
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
田
鋭
か
ら
抵
生
し
た
贈
答
の
定
着

ぶ
り
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

第
二
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
唐
代
前
期
に
も
獲
物
共
食
の
周
遣
で
補
完
的
な
贈
輿
は
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
唐
代
後
期
に
は
、
そ
の
や

り
と
り
が
書
賦
や
使
者
の
往
還
を
と
も
な
う
意
識
的
か
つ
額
在
的
な
関
係
へ
と
護
展
し
、
前
代
以
上
に
属
く
枇
舎
に
定
着
し
て
い
く
。
こ
の
よ

う
に
、
唐
代
後
期
の
田
嵐
で
は
、
獲
物
を
宗
廟
に
供
献
す
る
と
い
う
中
核
部
分
が
維
持
さ
れ
る
一
方
、
残
り
の
獲
物
や
そ
の
他
の
品
々
を
め
ぐ
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る
二
次
的
な
互
酬
関
係
が
そ
の
外
延
で
擦
大
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
で
は
こ
う
し
た
賄
輿
の
構
造
は
宋
代
に
お
け
る
回
嵐
に
ど
の
よ
う
に
結

び
つ
い
て
い
く
の
か
。
簡
を
改
め
よ
う
。

f ¥  

¥-〆

北

宋

建
隆
二
年
(
九
六
一
)

一
月
、
宋
の
太
組
が
近
郊
で
田
嵐
を
行
っ
た
際
、
彼
が
免
を
射
抜
く
と
、
従
臣
た
ち
は
こ
れ
を
賀
し
て
馬
を
献
上

し
た
。
こ
れ
に
封
し
、
太
組
は
蹄
途
に
宴
を
賜
る
と
と
も
に
、
宰
相
・
植
密
使
、
さ
ら
に
節
度
使
以
下
の
武
官
に
錦
砲
を
下
賜
し
た
。
そ
し
て

こ
の
一
件
を
惇
え
る
記
事
は
、
そ
れ
が
後
世
に
奥
え
た
影
響
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

其
の
後
、
凡
そ
田
に
出
づ
れ
ば
皆
然
り
。
従
臣
は
或
い
は
窄
抱
・
暖
轄
を
賜
り
、
親
王
以
下
の
射
中
す
る
者
は
馬
を
賜
る
。
(
『
績
資
治
通

鑑
長
編
』
〈
以
下
『
長
編
』
と
略
稀
〉
巻
二
・
建
隆
二
年
一

一
月
発
卯
僚
)

回
獄
時
に
は
従
臣
に
衣
類
が
、
獲
物
を
射
た
者
に
は
馬
が
輿
え
ら
れ
る
の
が
以
後
恒
例
に
な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
賓
際
そ
う
し
た
賜

(

判

)

(

引

)

興
が
績
け
ら
れ
た
こ
と
も
、
そ
の
後
の
記
銀
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
。
一
方
、
百
官
の
側
か
ら
は
、
鷹
犬
の
進
奉
が
前
代
同
様
行
わ
れ
て
い
る
。

前
節
で
述
べ
た
二
次
的
な
互
酬
闘
係
が
、
宋
代
に
も
ひ
き
つ
、
づ
き
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
が
こ
の
時
期
に
は
、

田
嵐
の
歴
史
を
一
一
紛
失
さ
せ
る
重
大
な
問
題
が
顕
在
化
す
る
。
獲
物
の
宗
廟
供
献
が
行
わ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

嘉
照
二
年
(
九
八
五
)

二
月
、
開
封
西
郊
で
田
猟
が
行
わ
れ
た
際
、
太
宗
は
宰
相
に
こ
う
語
っ
た
。

古
者
の
蒐
狩
は
、
獲
る
所
の
禽
を
以
て
宗
廟
に
薦
享
す
。
而
れ
ど
も
其
の
躍
は
久
し
く
廃
さ
る
。
今
之
を
復
す
可
し
。
(
『
宋
合
要
輯
稿
』

〈
以
下
『
宋
舎
要
』
と
略
稀
〉
雄
九
|
二
・
田
獄
・
嘉
照
二
年
一

一
月
二
四
日
係
)

田
猟
の
要
と
も
い
う
べ
き
宗
廟
供
献
が
久
し
く
廃
絶
し
て
い
る
の
で
復
活
さ
せ
よ
と
命
じ
て
お
り
、
こ
れ
を
承
け
て
宗
正
寺
が

(
必
)

躍
』
に
則
っ
て
供
献
を
賓
施
し
て
い
る
。
田
獄
の
外
延
で
二
次
的
な
互
酬
関
係
が
定
着
し
た
こ
の
時
期
、
そ
れ
と
並
行
し
て
肝
心
の
中
核
部
分

『
開
賓
通

505 

が
空
洞
化
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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506 

賓
の
と
こ
ろ
、
太
宗
と
い
う
皇
帝
は
田
鼠
の
本
義
を
そ
れ
以
前
か
ら
再
三
強
調
し
て
い
る
。

-
鵬
、
有
司
冬
狩
の
穫
に
備
え
ん
こ
と
を
請
う
。
上
之
に
従
い
、
因
っ
て
左
右
に
謂
い
て
日
く
「
:
:
:
前
代
を
歴
観
す
る
に
、
多
く
此

(
l

田
猟
)
に
惑
い
て
喪
敗
に
至
る
。
朕
今
時
に
順
っ
て
蒐
狩
し
、
民
の
矯
に
害
を
除
く
は
、
敢
て
以
て
築
を
矯
す
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
。

(
『
長
編
』
巻
一
九
・
太
干
興
圏
三
年
(
九
七
八
)

一
一
一
月
庚
午
候
)

-
近
郊
に
校
猟
し
、
射
し
て
走
兎
四
に
中
る
。
顧
み
て
従
臣
に
謂
い
て
日
く
「
脱
日
に
出
狩
す
る
は
、
以
て
時
令
に
順
い
、
轡
を
緩
め
て
禽

に
従
う
は
、
且
つ
荒
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
(
『
宋
舎
要
」
雄
九
|
二
・
出
獄
・
太
不
興
図
六
年
一
一
一
月
一
五
H
候
)

遊
興
化
や
濫
獲
を
戒
め
、
蹴
日
に
合
わ
せ
て
田
撮
を
行
う
こ
と
で
時
令
に
順
お
う
と
し
て
お
り
、
田
棋
を
あ
る
べ
き
姿
に
封
す
る
白
畳
が
窺

え
る
。
彼
自
身
は
も
と
も
と
田
猿
を
好
ま
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
晩
年
に
は
諸
王
に
代
理
さ
せ
て
ま
で
臓
日
賓
施
に
こ
だ
わ
る
な
ど
、

(
M
M
)
 

個
人
の
晴
好
を
越
え
て
公
事
を
全
う
す
る
こ
と
に
意
を
童
く
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
羅
照
二
年
に
お
け
る
宗
廟
供
献
復
活
の
試
み
も
そ
の
流

(
壮
)

れ
で
理
解
し
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
貰
際
、
直
後
に
開
催
さ
れ
た
田
鎖
に
お
い
て
は
そ
れ
が
守
ら
れ
た
こ
と
も
事
賓
で
あ
る
。

し
か
し
太
宗
の
復
古
路
線
は
長
績
き
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
半
世
紀
後
の
景
祐
二
年
(
一

O
三
五
)
、
宗
廟
へ
の
薦
新
(
季
節
ご
と
に
旬
の
食

物
を
供
献
す
る
儀
櫨
)
品
目
を
詳
定
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
太
常
瞳
院
と
宗
正
寺
は
、
そ
の
こ
ろ
の
朕
況
を
こ
う
報
告
し
て
い
る
。

太
宗
皇
帝
、
羅
回
…
中
に
、
嘗
て
詔
し
て
敗
識
に
新
(
親
の
誤
か
)
射
し
て
獲
た
る
所
の
禽
獣
を
以
て
、
並
び
に
有
司
に
付
し
、
以
て
薦
饗

に
備
え
て
、
の
り
て
永
式
と
矯
さ
し
む
る
も
、
肢
の
後
歳
久
し
く
、
躍
も
亦
浸
や
微
か
な
り
。
:
:
:
(
『
宋
曾
要
』
雄
一
七
|
八
六
・
薦
新
・

景
祐
二
年
四
月
八
日
係
)

回
鼠
の
宗
廟
供
献
は
結
局
定
着
せ
ぬ
ま
ま
、
再
び
忘
れ
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
北
宋
初
期
の
田
猟
に
お
い
て
は
、
君
臣
聞
の
互
酬
閲
係
が
前
代
に
ひ
き
つ
づ
い
て
定
着
す
る
一
方
で
、
獲
物
の
宗
廟
供
献

が
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
た
。
軍
事
儀
曜
の
果
賓
を
皇
帝
の
遠
組
を
含
め
た
帝
園
の
構
成
員
が
共
有
す
る
と
い
う
中
核
部
分
は
こ
こ
で
完
全
に
脱

落
し
、
田
嵐
の
重
心
は
一
一
次
的
に
抵
生
し
た
外
延
部
分
に
移
行
し
た
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
の
ち
時
代
が
員
宗
朝
に
移
り
、
大
中
群
符
元
年
(
一

0
0
八
)
に
封
曜
の
儀
が
奉
行
さ
れ
る
と
、
回
嵐
は
そ
の
後
賓
施
さ
れ
る
こ
と
が

(
羽
)

な
く
な
っ
た
。
三
七
年
後
の
慶
暦
五
年
(
一

O
四
五
)
に
は
一
時
復
活
が
試
み
ら
れ
る
が
、
長
い
ブ
ラ
ン
ク
の
た
め
大
混
乱
を
来
た
し
、
一
一
年

(

制

)

(

釘

)

後
に
は
取
り
や
め
と
な
っ
て
、
こ
の
の
ち
北
宋
末
ま
で
二
度
と
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

二
次
的
な
互
酬
閥
係
は
、
田
嵐
に
限
ら
ず
別
の
契
機
に
お
い
て
も
責
現
で
き
る
。
唐
代
後
期
以
来
、
外
延
部
分
を
肥
大
化
さ
せ
て
き
た
田
猟

は
、
宋
代
に
至
り
核
心
部
分
を
空
洞
化
さ
せ
た
時
賠
で
、
そ
の
存
立
要
件
を
掘
り
崩
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
反
映
し
て
か
、
治
平
二
年
(
一

O
六
五
)
に
成
立
し
た

(
必
)

は
田
猟
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。

『
太
常
国
革
櫨
』

の
軍
礎
部
分
(
巻
六
一

l
六
一
二
)
に

一
方
、
北
宋
末
に
制
定
さ
れ
た

「
政
和
五
種
新
儀
」
に
は
、
「
皇
帝
田
鎖
儀
」
が
含
ま
れ
、
「
時
日
」
「
祭

告
」
「
陳
設
」
「
車
駕
詣
回
獄
所
」
「
田
獄
」
「
賜
射
絵
獲
」
「
車
駕
還
内
」
の
七
項
目
に
わ
た
っ
て
詳
細
な
式
次
第
が
記
さ
れ
て
い
る
(
巻
一
六
O

ー
一
六
一
)
。
し
か
し
そ
う
し
た
規
定
も
、
右
の
経
緯
か
ら
推
し
て
、
も
は
や
現
賓
か
ら
遊
離
し
た
具
丈
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
田
撮
を
媒
介
と
し

て
君
臣
関
係
を
確
認
す
る
昔
み
は
、
す
で
に
そ
の
役
割
を
大
き
く
縮
小
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四

唐
宋
嬰
革
期
の
講
武

r-¥ 

一
) 

北

~ー・

乃三

五

代

第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
唐
朝
自
身
に
よ
る
講
武
は
安
史
の
乱
直
後
の
粛
宗
・
代
宗
期
を
最
後
に
、
唐
代
を
通
じ
て
ほ
と
ん
ど
責
施
さ

れ
る
こ
と
が
な
く
(
表
3
・表
4
参
照
)
、
後
梁
太
組
に
よ
る
議
武
責
施
で
よ
う
や
く
復
活
す
る
。
後
梁
の
開
平
二
年
(
九
O
八
)
に
行
わ
れ
た
講

(
羽
)

武
は
、
「
歩
騎
三
十
高
」
と
い
う
盛
舎
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
唐
代
後
期
、
地
方
の
各
藩
鎮
が
個
別
に
行
っ
て
い
た
練
兵
式
典
を
統
一
固
家
の

507 

そ
れ
と
し
て
昇
華
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
の
ち
五
代
宋
初
に
か
け
て
は
表
3
か
ら
も
判
る
よ
う
に
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
賓
施
例
が
惇

(
日
)

え
ら
れ
て
お
り
、
宋
初
の
櫨
血
ハ
『
開
賓
通
哩
』
に
も
載
録
さ
れ
て
、
そ
の
形
式
と
賓
質
を
回
復
し
た
。

十
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表4 唐代議武の賓施例

十

皇帝 年 次 月 場所 観閲内平手 賜興 備 考 典 擦

武徳 1(618) 10 :百集の詔のみ残存 新1、舎26、珊124

武徳 5(622) 11 宜州 奮1、珊124
高祖

武徳 8(625) 11 宜州同官!採 奮1、合26、珊124

武徳 9(626) 3 昆明池 水戦 明124

高租上皇より将

貞観 8(631) 12 長安城西
士に賜i酉 奮1、奮3、長官、合

二三品以上と宴し 26 
よ;宗 散倉時に賜物

貞税15(611) 10 伊闘
新2、明 115は田

奮3
織は記す

額慶 2(657) 11 新鄭
坐作進退

同銀の 7日後
奮4、新3、舎26、

五障 加115

高宗 額慶 5(660) 3 井州城北
奮4、新3、曾26、

冊124

麟徳 2(664) 4 亡1¥山
奮4、新3、曾26、

明124

武后 東暦P(697) 10 
翌年にずれ込み

曾26、奮89
中止

議武f史・将軍か

先天 2(713) 10 鱗山 ぞ人一作主主退
ら折衝呆毅・押

翌日に田猟
奮8、合26、明124、

十ユ4ウ示 官に至る武官に 長監210

賜吊

開元 8(719) 8 召集の詔のみ残存 曾26

至徳 2(757) 8 鳳淘府門
安史の乱後、長 奮10、新6、舎26、

安回復直前 加124
粛宗

至徳 3(758) l 含元殿庭 長安凶復声:後
奮10、新6、曾26、

加124

賓麿 1(762) 9 明鳳門柱J 珊124、新6

代宗 郭了儀をして大
大暦 9(774) 4 

閲せしむ
奮11、加992

武宗 曾昌 2(842) 7 左神策軍 新8

信宗 慶明 1(881) 11 左紳策軍
黄泉の長安侵略

新8、鑑254
i直前

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中

ー「

N
C
(
)
日

-
H
N

玉事

(史料略稽)苦言:苦言唐書、新・新唐書、曾・唐曾要、JJIj-:ffl十府元重量、鑑:資i台遁鑑
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法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
-

H

N

1

J

待

ー「

開催月 雨背 南朝 北貌
西貌北周 五代

惰唐 北宋

1 。 3 3 1 10 

2 。 2 1 。 10 

3 。 。 3 18 

4 。 。 4 4 14 

5 。 。 3 。 6 

6 。 。 1 1 2 

7 。 。 7 2 5 

8 。 3 d 戸 2 16 

9 。 リ「 8 8 

10 。 2 2 9 23 

11 6 。 1 8 8 

12 1 。 1 4 10 

閏 。 1 1 。 2 

不明 。 。 3 

議武の開催月表6議武の曾場

時 イ七 }jit 五代 北宋

郊外 8 15 12.5 

殿庭・域内諸施設 3 5 43 

軍管・手立場 2 2 22 

苑池 1 1 I 15.5 

不明 3 2 17 

計 17 25 110 

表5

(月をまたいで賓施される場合は、前の月に組み

込んでいる)

( 2ヵ所で行われる場合は0.5とカウ

ント)

時 代 唐 五代 北宋

坐作進退 1.5 I I 

戦陣 0.5 。13 

水戟 1 o I 12.5 

砲・発機石 。。8 

弓重苦 。 0132.5 

各種武技 。I 12 

格闘 。 1 。
不明 14 22 31 

百十 17 25 110 

議武の観閲内容表7

十

と
り
わ
け
太
平
興
国
二
年
(
九
七
七
)
お
よ
び
成
平

二
年
(
九
九
九
)
の
講
武
は
、

そ
れ
ぞ
れ
中
国
統
一
事

業
の
最
終
局
面
、
契
丹
と
の
闘
係
緊
張
と
い
う
内
外
情

勢
も
手
停
っ
て
か
、
「
甲
兵
の
盛
ん
な
る
こ
と
、
近
代

無
比
な
り
」
「
士
民
老
幼
、
観
る
者
全
集
す
」
と
い
う

大
規
模
な
も
の
と
な
っ
た
。
観
閲
内
容
も
、
坐
作
進
退

(
日
)

と
五
陣
を
中
心
に
構
成
さ
れ
、
開
元
の
奮
事
を
訪
併
と

さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
郊
外
に
大
軍
を
出
動
さ
せ
古
式
に
則
つ

て
行
う
こ
の
種
の
講
武
は
、
宋
代
に
お
い
て
賓
は
少
数

( 2種類を観関する場合は0.5とカウ

ント)

に
な
っ
て
い
く
。
表
5
1
表

7
は
、
そ
れ
ぞ
れ
唐
宋
期

に
お
け
る
講
武
の
賓
施
曾
場
、
開
催
月
、
お
よ
び
観
閲(

日
)

そ
れ
ぞ
れ
時
代
別
に
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

内
容
を
、

こ
れ
を
材
料
と
し
て
五
代
北
宋
の
議
武
を
分
析
し
て
い

こ、っ。ま
ず
講
武
の
合
場
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
唐
代
に
お

い
て
は
郊
外
に
出
か
け
て
大
規
模
に
奉
行
さ
れ
る
太
平

興
固
二
年
・
成
平
二
年
と
同
様
の
講
武
が
多
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
宋
代
に
目
立
つ
の
は
、
都
城
内
の
諸
殿
庭

11 
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諸
施
設
に
禁
軍
等
を
召
し
出
す
ケ
1
ス
と
、
禁
軍
を
構
成
す
る
各
軍
告
や
教
場
を
皇
帝
が
個
別
に
訪
れ
、
そ
こ
で
観
闘
を
行
う
ケ
1
ス
で
あ
る

(
表
5
)
。
殿
庭
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
は
崇
政
殿
・
便
殿
で
、
検
索
の
範
園
で
は
二
六
回
・
九
回
開
催
さ
れ
て
い
る
(
そ
れ

ぞ
れ
、
う
ち
三
回
は
崇
政
殿
・
便
殿
雨
説
あ
り
)
。
ま
た
苑
池
一
六
件
の
う
ち
、

一
O
件
は
議
武
池
(
開
賓
六
年
以
前
は
数
船
池
)
と
金
明
池
に
お
い

て
水
戟
を
親
閲
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
雨
池
を
水
軍
の
教
場
と
考
え
れ
ば
、
教
場
型
の
比
重
が
そ
の
分
高
ま
る
こ
と
と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
従
来
の
よ
う
な
郊
外
型
は
大
き
く
後
退
し
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

つ
い
で
開
催
時
季
に
つ
い
て
は
、
表
6
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
北
宋
で
は
三
l
四
月
が
増
え
る
な
ど
、
全
躍
と
し
て
季
節
性
が
稀
薄
化
す
る

傾
向
に
あ
る
。
そ
の
背
景
は
詳
か
で
な
い
が
、
郊
外
で
の
開
催
が
減
り
、
か
つ
参
加
兵
員
が
募
兵
化
し
た
た
め
、
農
事
に
配
慮
す
る
必
要
性
が

従
来
ほ
ど
な
く
な
っ
た
こ
と
と
関
連
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

観
閲
内
容
に
も
大
き
な
饗
化
が
見
ら
れ
る
。
唐
代
の
場
合
、
観
閲
内
容
が
判
明
す
る
の
は
表
4
の
と
お
り
三
件
だ
け
な
の
だ
が
、
そ
の
う
ち

額
慶
二
年
と
先
天
二
年
は
「
大
唐
聞
元
櫨
』
の
規
定
通
り
、
坐
作
進
退
と
五
陣
が
観
閲
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
封
し
、
宋
代
の
講
武
で
一
堅
倒
的

多
数
を
占
め
る
の
が
射
弓
で
あ
り
、
戦
陣
、
水
戦
と
各
種
武
技
が
こ
れ
に
績
く
(
表
7
)
o
全
瞳
と
し
て
、
「
マ
ス
ゲ
ー
ム
」
形
式
に
比
し
て

「
個
人
種
目
」
の
割
合
が
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

何
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
嬰
化
が
起
こ
っ
た
の
か
。
や
や
時
代
は
下
る
が
、
西
夏
の
李
元
日
天
に
よ
る
軍
事
活
動
が
盛
ん
に
な
り
始
め
た
康
定
元
年

(一

O
四
O
)
に
提
出
さ
れ
た
論
議
が
参
考
に
な
る
。

延
和
殿
に
御
し
て
諸
軍
の
戦
陣
を
習
う
を
閲
す
。
上
封
者
言
え
ら
く
「
諸
軍
止
だ
坐
作
進
退
を
教
え
る
の
み
。
整
粛
観
る
べ
し
と
難
も
、

然
れ
ど
も
敵
に
臨
み
て
は
用
い
難
し
。
請
う
ら
く
は
今
白
り
官
を
遣
し
て
陣
を
閲
し
畢
ら
ば
、
鐙
を
解
い
て
弓
琴
を
以
て
射
し
め
ん
こ
と

一
石
白
り
八
斗
に
至
る
ま
で
、
拭
弓
四
等
は
、

(
日
)

せ
し
め
ん
」
と
0

(

「
長
編
』
巻
一
一
一
八
・
康
定
元
年
七
月
炭
午
候
)

二
石
八
斗
自
り
二
石
五
斗
に
至
る
ま
で
、
次
を
以
て
閲
習

を
。
管
に
弓
三
等
を
置
く
こ
と
、

つ
ま
り
古
典
的
軍
事
秩
序
を
演
出
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
る
坐
作
進
退
に
は
、
(
貫
地
の
有
用
性
と
い
う
面
で
昔
時
の
人
た
ち
か
ら
も
疑

十

11 
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叫
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汁
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待
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宋代議武における賜奥の虞まり

皇帝 年 次 月 到 象 賜 物 典 擦

乾徳 2(964) 3 水軍将士 衣 長5

太組 開賓 7(974) 8 軍人 主主 宋3、長15

開賓 9(976) 8 吊 宋3、長17

太平興園 2(977) 9 崖翰(指揮者) 金帯 宋260、合趨9-5

太宗
太平興園 5(980) 12 禁軍校・衛士 嬬袴 長21

太平興園 9(981) 4 武士 吊 宋ト 113、長25、玉115

至這 3(997) 11 王貴(優秀者) 主主 長42

成平 4(1∞1) 8 主主 宋6、干:145

長宗
景徳 2(1005) 7 優秀者 羊.i凶・銭 玉145

大稽 1(1017) 9 衛士 E主 長90

天蕗 2(1018) 4 将士 「賜物j 長91

天東 9(1031) 3 軍士 主主 舎穫9-8

仁宗 景祐4(1037) 8 昇進釘象から外れた者 室長 合鵡9-8

至和 1(1054) 10 街上 主主 玉145

匝日寧 6(1073) 10 軍校兵士 銀 干一145

神宗
元県 4(1080) 4 茶 台機9-9

元皇 4(1080) 9 授官釘象から外れた者 銀・絹・銭 合趨9-9

元豊 6(1082) 1 授官釘象者 抱・き5・銀帯 曾i[t遵9-9、玉145

哲宗
元結 5(1090) 12 禁軍(長編は楚軍に作る) 銀様、山吊 宋17、長453

元符 3(1100) 1 蕃官 靴・砲(+超姓) 合鵡9-10

表8

十 (史料略稽)宋:宋史、長:長編、曾礎:宋曾要・雄、玉:玉海

聞
が
出
さ
れ
て
お
り
、

よ
り
賓
戦
的
な
射
弓
の
教
習
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
賓
戦
力
に
富
む
人
材
へ
の
ニ

1
ズ
は
、
褒
賞
と
い
う
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
生
み
出
し
て
い
く
。
射
弓
や
武
技
の
よ
う
な
個

人
種
目
を
中
心
に
、
優
秀
者
へ
の
授
官
や
昇
進
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
さ
ら
に
事
後
に
は
宴
が
催
さ
れ
、
皇
帝
か
ら
何
ら
か
の

(
話
)

賜
輿
が
下
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
て
く
る
の
で
あ
る
(
表
8
参
照
)
0

唐
代
の
講
武
は
練
兵
式
典
が
終
わ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
散
舎
と
な
っ

(
訂
)

た
。
坐
作
進
退
や
五
陣
等
の
共
同
行
矯
を
通
じ
、
帝
国
の
秩
序
を

一
同
が
身
瞳
化
す
れ
ば
、
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
に
封
し
宋
代
で
は
、
武
技
を
賓
演
し
た
後
に
お
け
る
、
皇
帝
白

身
か
ら
武
官
個
々
人
に
封
す
る
技
能
評
債
と
賜
輿
の
方
が
重
要
と

な
り
、
そ
れ
が
君
臣
聞
を
媒
介
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

至
遁
元
年
(
九
九
五
)
、
便
殿
に
お
い
て
講
武
が
行
わ
れ
た
際
、

強
弓
を
引
く
兵
士
を
見
て
太
宗
は
近
臣
に
こ
う
語
っ
た
。

方
今
宵
一
一
呉
海
に
事
無
く
、
美
才
は
閉
ま
出
で
て
、
悉
く
吾
が
穀

中
に
在
り
。
股
、
行
伍
中
に
向
い
て
気
質
端
謹
、
勇
に
し
て

植
を
知
り
、
進
退
に
度
あ
る
者
を
選
び
、
授
く
る
に
挽
強
の

法
を
以
て
し
、
相
い
講
数
せ
し
む
る
は
、
弧
矢
の
妙
、
蔓
か

11 
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に
倫
比
無
き
所
以
な
り
。
(
『
長
編
』
虫
色
一
二
八
・
至
這
一
川
年
一

一
月
己
未
篠
)

皇
帝
が
武
官
個
々
人
の
武
技
を
観
閲
・
許
慣
す
る
こ
と
の
放
用
を
、
太
宗
自
身
が
賓
感
を
込
め
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
宋
初
の
講
武

に
は
、
も
と
も
と
の
軍
穫
に
備
わ
っ
て
い
な
い
二
次
的
な
君
臣
関
係
が
確
固
た
る
領
域
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
中
核
部
分
か
ら
一
一
次
的
部
分
へ

の
重
心
の
移
行
と
い
う
展
開
に
、
前
章
で
述
べ
た
田
撮
と
よ
く
似
た
構
造
を
見
て
取
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
ま
い
。

r-¥ 

一) 

問
問
先
一
質
の
。
プ
ロ
セ
ス

『
開
元
種
』
の
講
武
は
、

い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
北
宋
型
の
講
武
へ
と
嬰
質
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
唐
代
後
期
に
は
講
武
の
賓

施
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
前
節
に
お
い
て
い
き
な
り
宋
代
に
メ
ス
を
入
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
判
明
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
殿

庭
・
教
場
に
お
け
る
開
催
の
増
加
、
射
弓
な
ど
個
人
種
目
へ
の
観
閲
内
容
の
愛
化
、
事
後
に
お
け
る
賜
宴
・
賜
輿
が
虞
ま
り
等
、
宋
代
に
見
ら

い
わ
ば
皇
帝
と
軍
隊
を
結
ぶ
闘
係
の
愛
化
、
皇
帝
の
軍
隊
に
封
す
る
接
し
方
の
愛
化
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ

れ
た
特
徴
は
、

と
す
る
な
ら
ば
、
何
も
講
武
の
賓
施
例
の
み
に
目
を
凝
ら
さ
な
く
て
も
、
皇
帝
の
軍
隊
に
封
す
る
接
し
方
全
般
を
慶
く
観
察
す
れ
ば
、
建
質
の

プ
ロ
セ
ス
を
追
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
本
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
覗
酷
か
ら
唐
宋
聞
に
横
た
わ
る
講
武
空
白
期
に
い
く
ら
か
の
補

助
線
を
引
い
て
み
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
九
世
紀
前
宇
に
は
北
街
禁
軍
の
制
度
が
官
官
主
導
の
も
と
で
整
え
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、

歴
代
皇
帝
が
折
に
鰯
れ
て
禁
軍
諸
告
に
行
幸
す
る
様
子
が
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
皇
帝
は
禁
軍
に
赴
い
て
何
を
行
う
の
だ
ろ
う
か
。
穆
宗

と
敬
宗
の
ケ
l
ス
を
一
例
ず
つ
畢
げ
よ
う
。

-
皇
帝
、
六
宮
侍
従
と
大
い
に
南
内
に
合
宴
す
。
右
軍
に
週
幸
し
、
中
尉
等
に
頒
賜
す
る
こ
と
差
有
り
。
日
疋
れ
白
り
凡
そ
三
日
ご
と
に
一
た

び
左
右
軍
に
幸
し
、
及
び
震
障
・
九
仙
等
門
に
御
し
て
、
角
抵
・
雑
戯
を
観
る
o

(

『
奮
唐
主
回
』
巻
一
六
・
穆
宗
紀
・
元
和
一
五
年
六
月
発
巳
脇
陣
)

・
初
め
、
帝
常
に
右
軍
中
尉
梁
守
謙
を
寵
す
。
税
幸
す
る
毎
に
雨
軍
角
戯
し
、
帝
多
く
右
の
勝
つ
を
欲
し
、
左
軍
以
て
望
み
と
属
す
。
(
『
新

十
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唐
素
目
』
巻
二
O
七
・
官
者
惇
上
・
馬
存
亮
惇
)

皇
帝
は
た
び
た
び
禁
軍
に
赴
い
て
賜
物
を
下
す
。
そ
し
て
そ
の
場
で
行
わ
れ
た
の
は
、
角
抵
や
雑
戯
な
ど
、
武
技
と
い
え
な
く
は
な
い
も
の

の
、
き
わ
め
て
遊
興
性
の
高
い
競
技
の
観
賞
で
あ
っ
た
。
し
か
も
敬
宗
な
ど
は
「
ひ
い
き
の
チ
1
ム
」
ま
で
持
ち
、
こ
れ
に
肩
入
れ
し
て
い
た

と
い
う
。
禁
軍
と
こ
う
し
た
競
技
の
閥
わ
り
と
い
え
ば
、
唐
代
後
期
屈
指
の
専
権
官
官
、
仇
士
良
の
有
名
な
科
白
が
想
起
さ
れ
る
。
彼
は
曾
昌

三
年
(
八
四
三
)
に
致
仕
し
た
際
、
後
進
の
宜
官
に
天
子
に
仕
え
る
上
で
の
心
得
を
説
い
た
。
そ
の
言
葉
か
ら
は
、
禁
軍
に
引
き
込
ん
だ
皇
帝

を
右
の
よ
う
な
競
技
に
の
め
り
込
ま
せ
る
こ
と
が
、
彼
ら
の
意
固
的
な
働
き
か
け
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
謹
み
取
れ
る
。

諸
君
の
一
筋
に
計
る
に
、
財
貨
を
殖
や
し
て
、
鷹
馬
を
盛
ん
に
し
、
日
ご
と
に
珪
獄
聾
色
を
以
て
其
の
心
を
墨
わ
し
、
修
康
を
極
む
る
に
若

く
は
莫
し
。
(
『
新
唐
圭
目
』
巻
二
O
七
・
宜
者
停
上
・
仇
士
良
惇
)

い
わ
ゆ
る
甘
露
の
愛
以
降
、
彼
に
政
権
を
聾
断
さ
れ
意
気
消
沈
し
た
丈
宗
な
ど
は
、
そ
の
後
、
一
脚
策
軍
に
行
幸
し
、
ポ
ロ
・
田
鎖
・

(
陪
)

宴
舎
に
興
じ
る
こ
と
が
、
六
・
七
割
減
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
前
章
で
は
こ
の
時
期
に
お
け
る
回
獄
の
遊
興
化
に
鰯
れ
た
が
、
皇
帝
と
禁
軍

(
印
)

の
遊
興
を
介
し
た
結
び
つ
き
も
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
現
象
と
言
え
よ
う
。

一方、
一
年
(
七
九
五
)

お
そ
ら
く
神
策
軍
が
宜
官
の
手
に
握
ら
れ
た
徳
宗
の
貞
元
年
間
(
七
八
五
l
八
O
五
)
に
始
ま
る
。
貞
元

一
一
一
月
、
徳
宗
は
田
嵐
を
行
っ
た
踊
り
に
神
策
軍
左
廟
に
立
ち
寄
り
、
軍
士
を
努
饗
し
た
。
す
る
と
翌
年
、
禁
軍
の
左
右

皇
帝
と
禁
軍
の
こ
う
し
た
因
縁
は
、

十
軍
使
は
次
の
よ
う
な
奏
請
を
行
っ
た
。

左
右
十
軍
使
奏
し
て
云
え
ら
く
「
壁
駕
去
冬
諸
告
に
巡
幸
す
。
銀
蓋
門
外
に
石
碑
を
立
て
、
以
て
聖
謹
を
紀
さ
ん
」
と
。
之
を
可
と
す
。

(
日
)

其
の
碑
は
亭
子
門
外
に
立
つ
。
高
さ
は
一
一
丈
二
尺
。
(
『
唐
舎
要
』
巻
二
七
・
行
幸
・
貞
元
一
二
年
四
月
保
)

禁
軍
が
皇
帝
行
幸
を
紀
念
し
た
石
碑
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
ず
か
二
ヶ
月
後
の
同
年
六
月
に
は
、
(
臣
官
に
よ
る
一
珊
策
軍
支
配
の
端

513 

緒
と
な
っ
た
こ
と
で
名
高
い
護
軍
中
尉
制
度
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
官
官
が
建
立
し
た
皇
帝
顕
彰
碑
と
い
え
ば
、
元
和
年
聞
に
官
官
吐
突
承
瑳

(

町

出

)

が
造
り
、
宰
相
李
絡
の
反
封
で
廃
棄
が
決
ま
っ
た
際
に
は
百
牛
を
以
て
引
き
倒
さ
せ
た
と
い
う
、
高
さ
五
丈
の
「
安
園
寺
聖
徳
碑
」
が
あ
る
。
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本
碑
は
そ
れ
に
は
及
ば
ぬ
も
の
の
、
大
明
宮
外
措
に
あ
る
銀
蓋
門
(
東
西
に
左
右
各
一
あ
り
)
傍
に
、

五
メ
ー
ト
ル
、
近
い
巨
碑
が
そ
び
え
た
と
な

れ
ば
、
そ
の
壮
観
さ
は
推
し
て
知
ら
れ
よ
う
。
{
臣
官
が
石
刻
を
用
い
て
皇
帝
と
禁
軍
の
蜜
月
ぶ
り
を
演
出
す
る
と
い
う
替
み
は
そ
の
後
も
緩
い

(
日
)

た
よ
う
で
、
合
昌
二
年
(
八
四
二
)
七
月
に
は
武
宗
が
左
榊
策
軍
に
行
幸
し
た
こ
と
を
紀
念
し
て
「
皇
帝
巡
幸
左
一
紳
策
軍
紀
聖
寵
碑
」
が
翌
年

(
似
)

に
建
て
ら
れ
た
。

皇
帝
が
禁
軍
と
接
す
る
場
は
個
別
の
軍
管
に
引
き
込
ま
れ
、
そ
こ
で
遊
興
性
の
高
い
競
技
が
観
賞
さ
れ
る
。
皇
帝
が
賜
宴
や
賜
物
で
恩
津
を

施
せ
ば
、
禁
軍
は
石
刻
を
用
い
て
こ
れ
見
よ
が
し
の
帝
徳
額
彰
を
反
復
す
る
。
講
武
の
空
白
期
間
、
皇
帝
と
禁
軍
は
限
ら
れ
た
空
間
の
な
か
で
、

こ
の
よ
う
な
個
別
的
な
互
酬
闘
係
を
育
ん
で
い
っ
た
。

『
聞
元
礎
』
に
定
め
ら
れ
た
惇
統
的
軍
事
儀
穫
の
中
に
、
官
官
の
出
る
幕
は
な
い
。
皇
帝
が
帝
圃
構
成
員
の
眼
前
に
臨
御
し
、
古
式
に
則
つ

(

白

山

)

て
帝
国
の
軍
事
秩
序
を
演
出
す
る
機
舎
は
、
恐
ら
く
彼
ら
の
奪
権
過
程
の
な
か
で
う
や
む
や
に
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ

に
代
わ
っ
て
君
臣
の
聞
を
結
び
つ
け
た
の
が
、
右
の
よ
う
な
垂
恩
と
謝
思
に
基
づ
く
二
次
的
な
互
酬
閲
係
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

北
宋
初
期
、
建
国
首
初
の
皇
帝
た
ち
は
、

さ
す
が
に
唐
末
皇
帝
の
ご
と
き
遊
蕩
生
活
に
は
は
ま
り
こ
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
殿
庭
・
教
場
で

射
弓
な
ど
の
個
人
種
目
を
観
閲
し
、
事
が
終
わ
れ
ば
宴
を
張
り
賜
輿
を
下
す
と
い
う
宋
代
議
武
の
基
本
構
造
は
、
唐
代
後
期
に
お
い
て
す
で
に

匪
胎
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
北
宋
末
期
の
開
封
を
描
い
た
と
さ
れ
る

「
東
京
夢
華
録
』

の
巻
七
に
は
、
「
間
金
明
池
・
理
林
苑
」
「
賀
幸
臨
水
殿
観
争
標
錫

宴
」
「
賀
答
賓
津
棲
諸
軍
呈
百
戯
」
「
賀
幸
射
殿
射
宮
」
と
い
っ
た
篇
日
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
各
篇
に
は
水
ぬ

る
む
三
月
、
水
上
の
模
擬
戦
や
雑
戯
、
あ
る
い
は
射
弓
な
ど
遊
興
性
の
高
い
イ
ベ
ン
ト
が
に
催
さ
れ
、

一
般
住
民
も
巻
き
込
ん
で
盛
り
上
が
つ

て
い
た
様
子
が
、
華
や
か
な
筆
致
で
活
寓
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
さ
ま
は
、
刈
り
入
れ
を
待
ち
、
寒
風
吹
き
始
め
る
時
季
に
帝
国
秩
序
を
表
現
す

る
べ
く
開
催
さ
れ
た
聞
元
の
講
武
と
は
相
首
に
趣
を
異
に
す
る
。

一
方
、
北
宋
の
講
武
は
三

l
四
月
の
開
催
が
増
え
る
こ
と
を
先
に
指
摘
し
た
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が
(
表
6
)
、
そ
う
し
た
時
季
の
面
か
ら
も
、
ま
た
内
容
の
面
か
ら
も
、
『
夢
華
録
』
と
重
な
り
合
う
部
分
は
多
い
。
本
稿
で
分
析
し
た
時
代
か

ら
は
い
く
ぶ
ん
下
る
記
録
で
は
あ
る
が
、
皇
帝
の
御
前
で
個
々
人
が
そ
の
技
能
を
競
う
「
夢
華
録
』

の
世
界
は
、
賓
は
唐
代
後
期
か
ら
北
宋
初

期
に
源
を
護
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

以
上
の
よ
う
に
「
軍
事
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
秩
序
の
あ
り
方
」
は
、
唐
宋
嬰
革
期
を
通
じ
て
大
き
く
繁
化
し
た
。

『
聞
元
礎
』
の
軍
躍
で
は
、
帝
国
構
成
員
の
代
表
が
場
を
同
じ
う
し
て
、
軍
事
教
練
の
所
定
動
作
を
共
同
で
遂
行
し
、

さ
ら
に
田
棋
の
場
合

は
獲
物
を
共
食
す
る
。
軍
事
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
則
っ
た
一
連
の
象
徴
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、

一
同
の
結
合
を
媒
介
し
え
た
の
で
あ
る
。
園
家

(
山
山
)

に
封
し
て
物
質
的
な
依
存
を
し
て
い
な
い
府
兵
た
ち
を
結
び
つ
け
て
い
た
の
も
、
こ
う
し
た
軍
曜
の
媒
介
力
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

唐
宋
饗
革
期
に
入
る
と
、
軍
曜
の
相
貌
は
一
愛
す
る
。
田
撮
に
お
い
て
は
獲
物
や
鷹
犬
等
の
進
奉
・
賜
奥
の
習
慣
が
麿
ま
っ
て
、
君
臣
聞
の

二
次
的
な
互
酬
閥
係
が
肥
大
化
す
る
な
か
、
宋
代
に
は
獲
物
の
宗
廟
供
献
が
形
骸
化
し
、

一
方
、
講
武
の
場
に
帝
国
構
成
員
の
代
表
が
こ
ぞ
っ
て
召
集
さ
れ
る
こ
と
は
稀
と
な
り
、
皇
帝
は
個
々
の
軍
告
に
臨
御
し
て
武
官
個
人
の
技
量

や
が
て
開
催
そ
の
も
の
さ
え
危
う
く
な
っ
て
い
く
。

い
ず
れ
の
儀
曜
に
お
い
て
も
、
軍
種
本
馳
胞
の
象
徴
的
な
媒
介
力
が
弱
ま
り
、
代
わ
っ
て
皇
帝

か
ら
の
個
別
的
な
垂
思
が
君
臣
聞
の
結
合
を
媒
介
し
て
い
く
。
募
兵
た
ち
は
通
常
の
給
輿
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
皇
帝
と
の
個
別
的
な
関
係
に

よ
り
、
国
家
に
統
合
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
宋
代
に
お
け
る
全
貰
戟
兵
力
の
「
禁
軍
化
」
と
い
う
周
知
の
制
度
改
壁
と
重
な
り
合
う

現
象
で
あ
ろ
う
。
郊
外
に
馬
揃
え
す
る
府
兵
制
下
の
軍
隊
を
「
帝
国
の
軍
隊
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
殿
庭
・
軍
管
で
お
目
も
じ
を
得
る
募
兵
制
下

を
評
慣
し
、
賜
物
を
輿
え
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

の
軍
隊
は
す
ぐ
れ
て
「
王
都
の
軍
隊
」
で
あ
っ
た
。

宋
代
後
期
、
軍
穫
は
全
瞳
と
し
て
衰
退
に
向
か
う
。
軍
事
教
練
の
共
同
動
作
や
獲
物
の
宗
廟
供
献
等
の
中
核
部
分
が
空
洞
化
し
、
軍
曜
の
象

515 

徴
的
な
媒
介
機
能
が
失
わ
れ
た
と
き
、
蔑
さ
れ
た
の
は
二
次
的
な
君
臣
関
係
だ
け
で
あ
っ
た
。
二
次
的
な
君
臣
闘
係
は
、
先
述
の
と
お
り
別
の
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契
機
に
護
生
す
る
互
酬
関
係
に
よ
っ
て
も
代
替
で
き
る
。
中
空
と
な
っ
た
儀
曜
が
存
績
の
危
機
を
迎
え
た
の
も
宜
な
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な

合
す
る
か
、
そ
の
闘
心
と
選
揮
肢
は
時
代
と
と
も
に
移
り
愛
わ
る
。

ぃ
。
そ
し
て
軍
曜
の
退
場
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
歴
史
の
表
舞
蓋
に
登
場
す
る
の
が
郊
廟
祭
悶
で
あ
る
。
何
を
媒
介
に
し
て
園
家
を
統

本
稿
で
は
軍
穫
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
秩
序
を
中
核
に
起
き
、
賜
物
と
貢
物
に
よ
る
互
酬
闘
係
を
そ
の
周
遣
に
祇
生
す
る
二
次
的
産
物
と
位

見
ら
れ
る
現
象
と
も
言
い
う
る
。
と
な
る
と

置
づ
け
て
議
論
を
進
め
て
き
た
。
し
か
し
抽
出
輿
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
個
別
的
な
君
臣
聞
係
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
超
歴
史
的
・
超
地
域
的
に

『
大
唐
開
一
冗
曜
』
に
現
れ
た
古
典
的
軍
事
秩
序
を
基
準
貼
な
い
し
正
嫡
と
認
め
、
唐
宋
壁
革
期
の

パ
ン
で
軍
礎
秩
序
の
分
析
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
今
後
は
求
め
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
を
逸
脱
と
す
る
見
方
は
、
事
の
一
面
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
可
能
性
を
残
す
。
前
者
を
歴
史
的
産
物
と
し
て
と
ら
え
直
し
、

よ
り
長
い
ス

【
参
考
文
献
】
(
五

O
音
順
)

穴
淳
彰
子
一
九
九
九
「
唐
宋
愛
革
期
に
お
け
る
枇
合
的
結
合
に
関
す
る
一
考
察
」
(
中
園
枇
舎
と
文
化
一
四
)

池
田
温
一
九
七
二
「
大
唐
開
元
雄
解
説
」
(
古
典
研
究
合
同
編
『
大
唐
開
元
種
附
大
唐
郊
記
録
』
、
汲
占
書
院
)

今

村

真

介

二

O
O
四
『
主
権
の
修
辞
墜
』
(
講
談
祉
)

梅
原
郁
一
九
八
六
「
皇
帝
・
祭
紀
・
園
都
」
(
中
村
賢
二
郎
編
『
歴
史
の
な
か
の
都
市
町
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
)

大

原

良

通

二

O
O
三
『
主
権
の
確
立
と
授
受
」
(
汲
古
書
院
)

大
日
方
克
己
一
九
九
三
『
古
代
園
家
と
年
中
行
事
』
(
吉
川
弘
文
館
)

金

子

修

一

二

O
O
一
『
古
代
中
園
と
皇
帝
祭
紀
』
(
汲
古
書
院
)

清
木
場
東
一
九
九
七
『
帝
賜
の
構
造
』
(
中
図
書
庖
)

小
谷
迂
之
等
一
九
九

O

『
権
威
と
権
力
』
(
『
シ
リ
ー
ズ
世
界
史
へ
の
問
い
」
七
、
有
波
書
庖
)

小
南
一
郎
一
九
九
五
「
射
の
儀
雄
化
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
中
園
古
代
櫨
制
研
究
』
、
京
都
大
学
人
文
科
撃
研
究
所
)

任
爽
一
九
九
九
『
唐
代
櫨
制
研
究
』
(
東
北
師
範
大
撃
山
版
杭
)十

11 

60 

寸11 



L 

陳高

木

成 智

阿見

松

木

武

彦

丸

橋

充

拓

安
丸
良
夫
生
寸

梁

涌

倉

渡
透
信
一
郎

九九
九八
五六

一
九
九
八

二
0
0

一

二
0
0

一

二
0
0
二

二
0
0

一

一
九
九
六

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
-

H

N

1

J

待

ー「

) 

「
春
秋
時
代
の
軍
躍
に
つ
い
て
」
(
名
古
屋
大
皐
束
洋
史
研
究
報
告
一

『
中
国
櫨
制
史
・
貌
菅
南
北
朝
者
」
(
湖
南
教
育
出
版
壮
)

(
初
版
の
書
名
は
「
貌
耳
目
南
北
朝
瞳
制
研
究
』
)

『
中
園
櫨
制
史
・
陪
唐
五
代
巻
』
(
湖
南
教
育
出
版
枇
)

『
人
は
な
ぜ
戦
、
つ
の
か
」
(
講
談
枇
)

「
『
唐
宋
目
安
革
』
史
の
近
況
か
ら
」
(
中
岡
史
的
学
一
一
)

『
主
権
と
儀
雄
』
(
『
天
皇
と
王
権
を
考
え
る
』
七
、
岩
波
書
庖
)

「
論
貌
晋
南
北
朝
時
期
的
五
種
制
『
反
化
」
(
中
岡
史
研
究
二

O
O
一
ー
ー
四
)

『
天
空
の
王
座
』
(
柏
書
房
)

註(
1
)
丸
橋
二

0
0
一
・
一
五
七
l
一
五
八
頁
。

(
2
)
渡
達
一
九
九
六
、
大
原
二

O
O
三
、
小
谷
等
一
九
九

O
、
安
丸
等

二
O
O
二
、
今
村
二

O
O
四
等
を
参
照
。

(
3
)

軍
事
を
象
徴
性
・
媒
介
性
の
面
か
ら
分
析
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究

と
し
て
は
、
南
郊
祭
杷
に
お
け
る
儀
伏
兵
に
論
及
し
た
梅
原
一
九
八

六
、
武
器
を
媒
介
と
し
て
形
成
さ
れ
る
在
地
枇
舎
の
秩
序
を
描
い
た

穴
淳
一
九
九
九
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
開
拓
が
先
行
す
る
日
本
史
・

考
古
皐
分
野
(
大
日
方
一
九
九
三
、
松
木
二

O
O
一
等
)
、
あ
る
い

は
図
際
緊
張
の
高
ま
り
に
即
し
て
近
年
陸
績
と
公
刊
さ
れ
て
い
る

「
戟
争
」
を
テ
l
マ
と
す
る
諸
編
か
ら
も
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

(
4
)

梁
二

0
0
一。

(
5
)
池
出
一
九
七
二
。

(
6
)

以
下
の
概
括
は
、
陳
一
九
九
八
、
任
一
九
九
九
を
参
照
し
た
。

(
7
)

な
お
、
射
弓
儀
櫨
(
射
櫨
)
も
平
時
に
お
い
て
行
事
化
さ
れ
、
か

517 

」

つ
史
料
も
比
較
的
豊
富
で
あ
る
と
い
う
黙
で
は
議
武
・
田
猟
と
共
通

す
る
。
た
だ
射
穫
は
『
周
雄
』
春
宵
・
大
宗
伯
に
お
い
て
嘉
穂
に
分

類
さ
れ
て
い
る
(
賓
射
之
植
)
よ
う
に
、
軍
事
色
の
稀
薄
な
共
同
樫

儀
穫
と
し
て
の
側
面
も
強
く
、
他
の
軍
穫
と
同
じ
土
俵
で
議
論
す
る

こ
と
が
難
し
い
た
め
、
本
稿
で
は
田
猟
と
講
武
に
絞
っ
て
議
論
を
進

め
る
こ
と
と
す
る
。

(
8
)

地
方
に
お
け
る
軍
事
教
練
に
つ
い
て
は
『
新
唐
辛
目
』
巻
五
0
・
兵

志
、
『
宋
史
』
巻
一
九
五
・
兵
志
九
・
訓
練
之
制
等
に
記
遮
が
あ
る
。

(
9
)

「
開
元
種
」
巻
八
五
・
皇
帝
国
狩

諸
得
禽
者
、
献
於
旗
下
、
致
其
左
耳
。
大
獣
公
之
、
小
獣
私
之
。

其
上
者
以
供
宗
廟
、
次
者
以
供
賓
客
、
下
者
以
充
庖
厨
。
乃
命

有
司
鐘
獣
於
四
郊
、
以
獣
告
至
於
廟
社
。

(
日
)
田
猟
の
目
的
や
配
慮
事
項
に
つ
い
て
は
、
陳
一
九
九
八
・
二
二
一
一

ー
二
二
四
頁
を
参
照
。
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(
H
)
こ
う
し
た
配
慮
は
、
そ
れ
を
逸
脱
す
る
皇
帝
に
封
す
る

f

口
官
の
諌

言
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
。
た
と
え
ば
唐
高
組
の
田
獄
を
諌
め
た
楢
亮

の
言
葉
に
は
、
田
猟
の
あ
る
べ
き
姿
が
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い

る。

用
農
隙
之
鈴
、
進
各
狩
之
曜
、
獲
車
之
所
遊
践
、
虞
旗
之
所
渉

歴
、
網
唯
一
而
、
禽
止
三
駆
、
縦
麿
成
之
猟
士
、
観
上
林
之
手

持
、
斯
同
政
℃
之
常
規
、
而
皇
王
之
吐
親
。
(
『
蓄
唐
主
回
』
を
七

二
・
楕
亮
惇
)

農
閑
期
に
同
磁
を
賓
施
し
、
濫
獲
防
止
の
心
得
を
守
る
こ
と
が
田

繊
の
常
道
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
皇
帝
の
威
光
は
輝
く
こ
と
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。

(
ロ
)
小
南
一
九
九
五
・
五
一

1
五
三
頁
に
同
僚
の
懇
切
な
現
代
語
認
と

解
説
が
あ
る
。

(
日
)
『
開
一
川
櫨
』
中
恋
人
五
「
皇
帝
議
武
」
「
皇
帝
国
狩
」
雨
項
に
は
、

雨
者
を
績
け
て
行
う
場
合
の
段
取
り
が
注
記
さ
れ
て
お
り
、
も
と
も

と
が
一
慢
の
儀
雄
で
あ
っ
た
名
残
が
留
め
ら
れ
て
い
る
。

-
若
因
田
狩
、
則
令
講
武
軍
士
之
外
先
期
潟
問
、
観
託
、
乗
馬
鼓

行
親
禽
如
別
種
。
狩
託
、
一
来
轄
振
蕊
而
還
如
常
儀
。
(
皇
帝
議

武
)

・
其
因
講
武
以
狩
、
則
先
設
園
亦
如
之
也
o

(

皇
帝
田
狩
)

先
天
二
年
(
七
一
一
二
)
一

O
月
に
玄
宗
が
新
豊
豚
に
行
幸
し
た
折

に
は
、
二
二
日
(
発
卯
)
に
騒
山
で
議
武
が
、
努
一
四
日
(
甲
辰
)

に
は
同
豚
界
の
清
水
で
田
獄
が
行
わ
れ
て
お
り
(
『
資
治
通
鑑
』
を

一二

O
)
、
雨
者
の
連
績
開
催
が
賓
際
に
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

確
か
め
ら
れ
る
。

」

(
U
)

「
櫨
記
』
月
令
に
は
「
季
秋
之
月
」
に
田
猟
が
、
「
孟
冬
之
月
」

に
議
武
が
配
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
績
漢
書
』
櫨
儀
志
五
・
狙
劉
に

は
、
後
漢
時
代
に
立
秋
議
武
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
、

『
一
一
一
図
志
』
巻
一
・
貌
書
・
武
帝
紀
・
建
安
一
二
年
三
月
倹
・
斐
注

所
引
『
貌
来
日
」
は
、
漢
が
秦
制
を
承
け
、
農
事
を
遜
け
て
一

O
月
の

み
に
講
武
を
行
っ
て
い
た
と
述
べ
る
。

な
お
開
催
時
季
を
合
む
軍
曜
の
あ
り
方
全
般
が
、
経
書
か
ら
『
開

元
雄
』
に
至
る
礎
的
学
史
L
L

に
お
い
て
い
か
に
論
議
さ
れ
、
嬰
遷
し
て

き
た
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
白
樫
で
大
き
な
思
想
史
的
課
題
で
あ
り
、

こ
こ
で
十
分
論
及
す
る
準
備
が
今
の
と
こ
ろ
筆
者
に
は
な
い
。
さ
し

あ
た
り
本
稿
で
は
、
『
開
元
種
』
の
軍
穫
が
さ
ま
ざ
ま
な
経
書
の
思

想
を
受
け
継
ぎ
、
こ
れ
を
集
大
成
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
に
議
論
を

限
定
し
て
お
く
。

(
日
)
「
奮
唐
書
』
巻
八
九
・
王
ん
慶
停
、
『
唐
曾
要
』
巻
二
六
・
議

武
・
聖
暦
二
年
一

O
月
係
。

(
凶
)
「
唐
合
要
」
巻
二
六
・
議
武
・
額
慶
五
年
三
月
二
八
日
係

講
武
子
井
州
城
北
O
i
-
-
-
一
鼓
耐
一
不
衆
、
再
鼓
而
整
列
、
三
鼓

而
交
前
。
左
潟
曲
直
園
鋭
之
陣
、
右
潟
方
鋭
直
園
之
陣
、
三
挑

而
五
総
長
、
歩
退
而
騎
進
、
五
合
耐
各
復
其
位
。
.

『
冊
府
元
亀
」
巻
一
一
一
四
・
帝
王
部
議
武
・
先
天
二
年
一

O
月
発
亥

係

親
議
武
於
騒
山
之
下
。
:
:
:
列
大
陣
子
長
川
、
坐
作
進
退
、
以

金
鼓
之
撃
節
之
。
三
軍
出
入
、
競
令
如
一
。

な
お
額
慶
五
年
の
議
武
記
事
か
ら
は
「
五
陣
」
も
行
わ
れ
た
こ
と
が

窺
え
る
。
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『
張
説
之
文
集
』
巻
一
一
一
一
「
皇
帝
馬
上
射
賛
」

(
一
箭
中
雨
鹿
、
横
貫
、
走
五
十
鈴
歩
方
倒
)

隻
鹿
並
去
、
一
箭
横
達
。
上
思
陵
{
夜
、
以
献
時
鮮
。

(
日
疋
日
還
宮
苑
内
、
用
大
箭
射
走
鹿
四
十
口
、
分
賜
諸
王
・
郡

王
及
従
人
等
)

帝
入
霊
園
、
数
一
白
塵
鹿
。
射
其
四
十
、
頒
諸
君
十
后
。

(
国
)
『
奮
唐
書
』
巻
三
・
太
宗
紀
下
・
貞
観
四
年
一

O
月
甲
反
係
、

同
・
貞
観
五
年
正
月
丙
子
保
。

(
川
口
)
陳
一
九
九
八
・
二
一
六
!
一
二
七
頁
。

(
却
)
『
開
元
種
』
巻
八
五
・
皇
帝
講
武

諸
州
使
人
及
蕃
客
先
集
於
都
埠
北
和
門
外
、
東
方
・
南
方
立
於

這
束
、
西
方
・
北
方
立
於
這
西
、
皆
向
轄
而
立
、
以
北
矯
上
。

於
駕
将
至
和
門
、
奉
礎
日
「
再
拝
。
」
在
位
者
皆
再
拝
。
皇
帝

入
次
、
謁
者
引
諸
州
使
人
、
鴻
臆
卿
引
蕃
客
、
東
方
・
南
方
立

於
大
次
東
北
、
南
向
、
以
西
潟
卜
。
西
方
・
北
方
立
於
大
次
西

北
、
南
向
、
以
東
矯
上
。

(
幻
)
貞
観
五
年
(
六
三
一
)
正
月
、
額
慶
五
年
(
六
六
O
)
一一一月、

L
L

一
冗
三
年
(
六
七
六
)
、
開
元
一
一
二
年
(
七
二
五
)
一

O
月
の
田
獄

に
は
そ
れ
ぞ
れ
諸
蕃
の
族
長
な
い
し
使
節
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
が

明
記
さ
れ
て
い
る
(
そ
れ
ぞ
れ
『
唐
舎
要
』
巻
二
八
・
同
年
正
月
一

一
一
一
日
係
、
『
冊
府
元
亀
」
巻
一
一

0
・
帝
王
部
宴
享
二
、
『
奮
唐
書
』

巻
七
三
・
醇
元
超
惇
お
よ
び
『
文
苑
英
華
』
巻
六
九
四
・
醇
元
超

「
諌
蕃
官
役
内
射
生
疏
」
、
『
唐
曾
要
』
巻
二
七
・
行
幸
・
開
元
二
一
一

年一

O
月
一
一
日
係
)

0

(
幻
)
『
唐
合
要
』
巻
二
六
・
議
武
・
開
元
八
年
八
月
係

(
刀
)

519 

」

救
:
:
:
宜
差
使
子
雨
京
及
諸
州
、
採
取
十
高
人
、
務
求
灼
然
駿

勇
、
一
小
須
限
以
蕃
漢
。

「
開
元
種
」
巻
八
五
・
皇
帝
議
武

若
有
観
者
、
立
於
都
埠
騎
土
杖
外
、
四
周
任
意
。

(
但
)
「
加
府
元
通
』
巻
一
一
一
四
・
帝
王
部
議
武
・
先
天
二
年
一

O
月
発

亥
係

親
譲
武
於
騒
山
之
下
。
:
:
:
長
安
土
庶
、
奔
走
縦
親
、
填
塞
遁

路。

(
お
)
先
天
二
年
一

O
月
の
講
武
は
「
徴
兵
二
十
高
、
旋
旗
百
一
五
十
鈴

里
」
(
『
加
府
元
亀
』
巻
一
二
四
)
、
開
元
二

O
年
一

O
月
の
議
武
は

「
勤
兵
三
十
高
、
経
旗
亘
千
里
」
(
『
文
苑
英
華
』
巻
八
七
八
・
玄
宗

「
后
土
利
嗣
砕
序
」
)
と
惇
え
ら
れ
る
。

(
お
)
武
徳
八
年
二
一
月
、
貞
観
四
年
一

O
月
、
同
五
年
正
月
の
田
猟
で

は
、
布
吊
が
賜
典
さ
れ
た
(
い
ず
れ
も
『
所
府
元
亀
』
巻
七
九
1
八

0
・
帝
王
部
慶
賜
)

0

(
幻
)
永
徽
二
年
一
一
月
の
一
詔
で
は
、
百
官
が
回
獄
用
動
物
を
献
L
L
す
る

こ
と
が
問
題
視
さ
れ
、
そ
れ
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
(
『
別
府
元
通
』

巻
一
六
八
・
帝
王
部
却
貢
献
)

0

(
お
)
渡
来
浩
一
九
九
六
、
梅
原
一
九
八
六
、
余
子
二

O
O
一。

(
鈎
)
「
唐
合
要
」
巻
二
七
・
行
幸
・
開
一
克
一
一
二
年
一

O
月
一
一
日
係
。

(
鈎
)
「
資
治
通
鑑
』
は
本
記
事
を
元
和
五
年
六
月
に
繋
年
す
る
(
巻
二

三
八
)

0

(
訂
)
路
季
登
は
大
悟
六
年
の
進
士
(
「
奮
唐
書
」
虫
色
一
七
七
・
路
巌
惇
)

で
あ
り
、
か
つ
大
暦
七
年
一

O
月
に
禁
苑
で
行
わ
れ
た
田
猟
は
代
宗

が
一
矢
で
二
兎
を
射
た
こ
と
で
大
い
に
盛
り
上
が
り
、
こ
の
エ
ピ

(
お
)
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ソ
ー
ド
を
史
官
に
付
す
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
宰
相
と
代
宗
の
聞
で
文
書

の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
(
『
冊
府
一
万
亀
』
巻
三
七
・
帝
王
部
類
徳
)

0

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
本
賦
も
同
年
作
成
の
も
の
と
推
測
し
た
。

(
犯
)
『
奮
唐
書
』
巻
二
五
・
櫨
儀
志
五

唐
櫨
:
:
:
季
冬
蛤
祭
之
後
、
以
辰
日
臓
享
於
太
廟
、
用
牲
如
時

又、。
タ
ど
刈

(
お
)
た
と
え
ば
貞
観
一
-
二
年
、
同
一
四
年
の
目
減
な
ど
(
『
珊
府
元
亀
』

巻
一
一
五
・
帝
王
部
回
狩
)

C

(
引
出
)
貞
元
一

O
年
、
同
一
一
年
、
元
和
一
五
年
の
田
搬
な
ど
(
同
右
)
。

ま
た
貞
元
三
年
二
一
月
庚
反
、
八
年
二
一
月
甲
辰
の
ケ
l
ス
(
と
も

に
『
新
唐
童
H

」
巻
七
・
徳
宗
紀
)
も
同
様
と
推
測
さ
れ
る
。

(
お
)
子
部
は
『
奮
唐
書
』
巻
二
二
七
・
『
新
唐
書
』
巻
二

O
三
に
列
惇

が
あ
り
、
貞
元
八
年
(
七
九
二
頃
八
一
歳
で
卒
し
た
と
い
う
。

(
お
)
『
通
血
〈
』
巻
四
四
・
耀
典
四
・
沿
革
四
・
吉
櫨
三
「
大
柿
」

0

(
釘
)
清
木
場
一
九
九
七
・
第
三
編
第
三
章
「
帝
賜
」

0

(
お
)
張
沼
「
進
白
鷹
駅
」
、
鄭
綱
「
潟
易
定
張
令
公
準
箆
鷹
状
」
(
い
ず

れ
も
「
文
苑
英
華
』
巻
六
回
二
)
、
元
横
「
進
馬
朕
」
(
『
元
氏
長
慶

集
」
巻
三
六
)
。
こ
の
ほ
か
令
孤
楚
「
潟
太
原
李
説
尚
書
進
白
免
状
」

(
『
文
苑
英
華
』
巻
六
回
二
)
、
劉
馬
錫
「
翁
京
兆
毒
手
進
野
猪
状
」

(
『
劉
百
円
錫
集
」
巻
一
七
)
な
ど
、
百
(
日
が
向
ら
狩
畿
で
捕
ら
え
た

獲
物
を
献
上
す
る
ケ
l
ス
も
見
ら
れ
る
。

(
犯
)
『
皿
山
府
元
亀
」
巻
一
ム
ハ
0
・
帝
王
部
革
弊
・
賓
暦
二
年
一
二
月
庚

巾
詔
。
ま
た
穆
宗
か
ら
倍
宗
ま
で
の
歴
代
皇
帝
は
、
お
お
む
ね
そ
の

遺
詔
の
な
か
に
宮
中
の
鷹
犬
解
放
を
盛
り
込
ん
で
い
る
が
、
官
一
宗
以

外
の
遺
詔
は
何
れ
も
狩
猟
周
の
鷹
犬
は
例
外
と
し
て
い
る
(
い
ず
れ

」

も
「
唐
大
詔
令
集
』
巻
六
六
・
遺
詔
)
。

(ω)
乾
徳
五
年
一
一
月
に
は
馬
が
、
開
賓
二
年
正
月
に
は
名
馬
と
銀
器

が
、
太
平
興
凶
五
年
二
一
月
に
は
嬬
袴
が
、
景
徳
一
万
年
一
一
月
に
は

銭
・
吊
・
馬
が
そ
れ
ぞ
れ
賜
奥
さ
れ
た
と
の
記
録
が
あ
る
(
い
ず
れ

も
『
宋
合
要
」
礎
九
二
!
三
・
目
猟
)
。

(
叫
)
端
扶
元
年
に
は
鷹
犬
の
貢
献
が
禁
止
さ
れ
、
同
三
年
に
は
節
度
使

か
ら
献
じ
ら
れ
た
鶴
の
受
け
取
り
を
太
宗
が
拒
有
し
て
い
る
(
い
ず

れ
も
『
宋
合
要
』
耀
九
二
・
田
猟
)
o

進
奉
慣
習
の
厳
存
と
制
限

令
と
の
せ
め
ぎ
合
い
が
窺
わ
れ
よ
う
。

(
必
)
「
宋
合
要
」
雄
一
七
八
六
・
薦
新
・
羅
照
二
年
一
一
月
係
。

(
必
)
「
宋
合
要
」
雄
九
|
二
・
出
猟
・
淳
化
五
年
二
一
月
丙
戊
係
。

(
叫
)
成
平
三
年
二
一
月
お
よ
び
景
徳
三
年
二
一
月
の
同
猟
で
は
獲
物
の

供
献
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
(
い
ず
れ
も
『
宋
曾

要
』
櫨
九
二
・
田
猟
)

(
必
)
慶
暦
五
年
八
月
、
兵
部
員
外
郎
李
東
之
の
奏
請
に
よ
り
再
闘
が
検

討
さ
れ
(
『
長
編
』
巻
一
五
七
・
同
月
壬
戊
保
)
、
同
年
一

O
月
、
翌

年
一
一
月
の
二
度
に
わ
た
っ
て
盛
大
に
奉
行
さ
れ
た
(
『
宋
曾
要
』

雄
九
三
・
回
総
)

0

(
必
)
田
猟
の
混
乱
ぶ
り
と
、
開
催
へ
の
反
封
意
見
に
つ
い
て
は
、
『
長

編
』
巻
一
六
0
・
慶
暦
七
年
三
月
乙
亥
僚
に
載
録
さ
れ
た
御
史
何
郊

の
上
奏
に
詳
遮
さ
れ
て
い
る
。

(
U
)

『
宋
史
』
巻
二
二
・
雄
志
・
目
猟

其
後
以
諌
者
多
、
罷
獄
近
旬
。
白
是
、
終
靖
康
不
復
議
。

(
刊
日
)
た
だ
し
こ
れ
ら
は
同
書
の
閥
失
部
分
(
巻
五
一

l
六
七
)
に
該
嘗

し
て
お
り
、
今
日
で
は
巻
頭
の
目
録
か
ら
そ
の
篇
目
を
知
る
こ
と
が
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で
き
る
の
み
で
あ
る
。

(
却
)
藩
鎮
車
位
で
練
兵
式
典
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
唐
代
後
期
の

多
く
の
史
料
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
貞
元
一
七
年
か
ら
元

和
四
年
に
か
け
て
河
束
節
度
使
の
任
に
あ
っ
た
最
綬
(
『
唐
十
刀
鎮
年

表
」
巻
四
)
が
在
任
中
に
賓
施
し
た
議
武
は
、
『
一
冗
氏
長
慶
集
」
巻

五
五
「
故
金
紫
光
称
大
夫
贈
太
保
最
公
行
朕
」
に
そ
の
盛
大
さ
が
記

さ
れ
て
い
る
。

(
印
)
『
玉
海
』
巻
一
四
五
・
兵
制
・
議
武
田
獄
下
「
建
隆
便
殿
議
武
」

所
引
「
開
賓
通
程
』

開
賓
通
種
、
有
四
時
講
武
儀

0

・・

(
日
)
『
長
編
』
巻
一
八
・
同
年
九
月
丁
未
係
。

(
臼
)
『
玉
海
』
巻
一
四
五
・
兵
制
・
講
武
田
猟
下
「
成
平
東
武
村
大

閲」
0

(
臼
)
『
米
史
』
巻
二
六
0
・
崖
翰
惇

太
平
興
園
二
年
秋
、
議
武
於
西
郊
。
:
:
:
翰
分
布
士
伍
、
南
北

綿
亙
二
十
里
、
建
五
色
旗
競
令
、
将
卒
望
其
所
琴
、
以
矯
進
退
、

六
師
周
旋
如
一
。

『
宋
史
』
巻
二
二
・
雄
志
二
四
・
軍
嘘
・
閲
武

殿
前
都
指
揮
使
土
超
執
五
方
旗
以
節
進
退
、
又
於
雨
陣
中
起
候

蓋
相
望
、
使
人
執
旗
知
塞
上
之
数
以
相
麿
。
初
血
争
黄
棒
、
、
諸
軍

放
拝
。
闘
争
赤
旗
則
騎
進
、
血
挙
青
旗
則
歩
進
。
毎
旗
動
則
鼓
賊
士

謀
、
整
震
百
里
外
、
皆
三
挑
乃
退
。
次
奉
白
旗
、
諸
軍
復
再
拝

呼
寓
歳
。
有
司
奏
陣
堅
而
整
、
士
勇
而
属
、
欲
再
奉
、
詔
止
之
、

途
奉
黒
旗
以
振
放
。

唐
代
は
表
4
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
集
計
し
た
。
ま
た
五
代
・
北
宋

521 

(
日
)

」

に
つ
い
て
は
賓
施
記
事
数
が
そ
れ
ぞ
れ
計
二
五
件
・
一
一

O
件
に
も

及
ぶ
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
す
べ
て
の
出
典
を
明
示
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
『
玉
海
』
巻
一
四
五
・
田
鎖
議
武
下
を
基
礎
に
、
『
宋

史
』
本
紀
、
『
績
資
治
通
鑑
長
編
」
、
「
山
本
合
同
要
輯
稿
」
種
九
|
五
l

一
0
・
大
関
議
武
に
よ
っ
て
補
っ
た
も
の
で
、
繋
年
不
明
で
零
細
な

筆
記
史
料
等
の
記
録
は
除
外
し
て
あ
る
。

(
日
)
「
宋
史
」
巻
一
九
五
・
訓
練
之
制
に
も
同
記
事
が
あ
る
。

(
日
)
北
宋
時
代
に
は
、
同
じ
く
皇
帝
臨
御
の
も
と
射
弓
が
行
わ
れ
、
饗

宴
や
賞
典
を
賜
わ
る
「
宴
射
」
と
い
う
行
事
も
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
、

射
植
系
統
の
行
事
で
あ
り
、
本
章
で
劉
象
と
し
て
い
る
講
武
の
延
長

線
上
と
し
て
の
射
弓
と
は
匝
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
日
)
「
開
元
種
」
講
武
に
賜
奥
の
規
定
は
な
く
、
賓
際
の
賜
興
事
例
も

表
4
に
奉
げ
た
よ
う
に
唐
代
を
通
じ
て
二
例
に
留
ま
る
。

(
時
)
『
唐
閥
史
」
上
「
周
丞
相
針
敬
」

文
宗
皇
帝
白
改
元
開
成
後
、
嘗
穆
穆
不
紫
、
駕
幸
雨
軍
、
強
制
楓

宴
台
、
十
減
六
七
。

(
日
)
「
加
府
元
通
』
巻
一
一

0
1
一
一
一
・
帝
王
部
宴
享
二
l
三
に
は
、

皇
帝
と
禁
軍
が
饗
宴
と
脂
血
八
を
媒
介
に
密
接
な
関
係
を
記
し
た
記
録

が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。

(ω)
「
唐
合
要
」
巻
二
八
・
蒐
狩
・
貞
一
克
一
一
年
一
一
一
月
臓
日
係

政
子
苑
中

0

・
:
:
畢
事
、
幸
紳
策
軍
左
府
、
労
饗
軍
土
而
還
。

「
奮
唐
辛
目
」
巻
二
一
了
徳
山
不
紀
は
本
件
の
口
附
を
同
月
壬
戊
と
す

る。
「
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
七
・
元
和
五
年
六
月
係
。

「
新
唐
辛
国
」
巻
八
・
武
宗
紀
。

(
臼
)

(
位
)

(
臼
)
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(
似
)
崖
銭
撰
の
同
碑
は
、
『
集
古
録
日
』
巻
一

0
・
『
賓
刻
叢
編
」
巻

八
・
『
金
石
文
字
記
」
巻
五
に
題
肢
が
あ
り
、
録
文
は
『
会
唐
文
新

編
」
巻
七
五
九
(
吉
林
文
史
出
版
枇
、
二

0
0
0
)
に
載
録
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
『
類
編
長
安
志
』
巻
一

O
「
石
刻
」
に
は
碑
の
残
存
が

記
録
さ
れ
て
い
る
。
柳
公
権
が
筆
を
執
っ
た
こ
の
碑
は
そ
の
残
拓
が

折
帖
の
形
で
惇
存
し
(
『
北
京
国
書
館
戒
中
園
歴
代
石
刻
拓
本
匿
編
』

中
州
古
籍
山
版
壮
、
一
九
八
九
、
第
一
一
一
一
珊
・
一

O
七
頁
に
掲
載
)
、

書
道
の
数
本
と
し
て
今
日
商
業
出
版
も
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
『
開
元
櫨
」
の
規
定
に
近
い
講
武
が
、
恐
ら
く
唐
代
後
期
と
思
わ

れ
る
時
期
に
一
件
だ
け
見
附
さ
れ
る
。

皇
帝
順
時
観
武
、
来
暇
舎
群
。
百
蟹
在
庭
、
知
蟻
慕
於
檀
附
o

T
官
均
聖
、
類
星
扶
之
垂
文
O
i
-
-
-
都
人
上
女
、
雑
沓
縮
紛
。

戎
側
一
屑
以
馳
見
、
或
奔
躍
以
川
端
末
問
。
衆
観
迭
改
、
群
心
如
待
。

:
:
:
奉
旗
命
伍
、
抽
え
按
節
、
件
三
達
之
挑
戦
、
計
六
軍
之
校

閲
0

・
:
:
(
『
文
苑
英
華
』
虫
色
八
一
・
李
濯
「
内
人
馬
伎
賦
」
)

し
か
し
こ
の
場
で
部
隊
を
構
成
し
た
の
は
内
人
、
す
な
わ
ち
宮
廷

女
官
で
あ
る
。
本
賦
で
は
彼
女
た
ち
に
華
や
か
な
武
装
を
施
し
、
士
円

式
ゆ
か
し
く
講
武
を
行
わ
せ
た
こ
と
が
彊
わ
れ
て
お
り
、
形
式
的
壮

麗
さ
の
み
を
残
し
て
遊
興
化
し
た
講
武
の
姿
を
讃
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
『
全
唐
文
』
巻
-
立
三
六
は
、
建
中
年
間
に
記
事
の
見
え
る

「
李
濯
」
を
本
賦
の
作
者
と
見
て
お
り
(
『
新
唐
童
日
』
省
一
四
八
・

康
円
知
惇
)
、
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
唐
代
後
期
の
遊
興
化
し
た
議
武

」

像
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
非
常
に
興
味
深
い
。
た
だ
唐
代
に
は
開

元
年
間
に
地
方
官
を
歴
任
し
た
「
李
濯
」
も
お
り
、
こ
ち
ら
に
比
定

す
る
可
能
性
も
賓
は
排
除
で
き
な
い
(
郁
賢
時
『
唐
刺
史
考
全
編
』

安
徽
大
撃
出
版
刷
、
二

0
0
0、
延
州
・
坊
州
・
郊
州
の
項
を
参

照
)
。
本
稿
で
は
こ
こ
に
注
記
す
る
に
留
め
て
お
く
。

(
侃
)
開
元
年
聞
に
倉
部
員
外
郎
を
務
め
た
梁
献
と
い
う
人
物
の
作
品

「
大
関
賦
」
(
『
文
苑
英
華
』
巻
六
回
)
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が

あ
る
。

:
・
遂
以
敗
而
以
狩
、
知
足
食
出
足
兵
。
戎
士
超
夫
、
呈
才
遅

武
、
特
捜
一
民
以
雄
入
、
顧
振
桜
山
蓋
取
、
公
之
私
之
、
有
倫
有

矩。

田
猟
を
淫
行
し
、
規
範
に
従
っ
て
獲
物
を
分
け
合
っ
て
い
く
こ
と

は
、
府
兵
制
の
衣
糧
自
排
(
足
食
足
兵
)
理
念
と
整
合
す
る
、
と
の

唐
人
の
思
想
を
こ
こ
に
讃
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
こ
の
人

物
の
履
際
に
つ
い
て
は
、
孟
二
冬
『
登
科
記
考
補
正
』
(
北
京
燕
山

出
版
壮
、
二

O
Q
二
)
を
五
・
先
天
二
年
保
(
上
巻
・
一
九
七
頁
)

を
参
照
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
平
成
一
七
年
度
科
向
学
研
究
費
補
助
金
(
若
手
研
究
B

「
中
園
惇
統
枇
舎
に
お
け
る
軍
事
の
位
置
」
)
に
よ
る
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。
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such a position can be confirmed only after the ruling order of the dynasty was

shaken, when revolts occurred successively in the reigns of King Li and Xuan and

when the full-fledged foreign campaigns of King Kang's reign were viewed in

hindsight. The inscription on the Lai pan vessel reflects the historical

consciousness of the later Western Zhou. The joint record of the foreign

expeditions of Kings Zhao and Mu and the silence on the exploits of kings Gong,

Yi t~.=E, Xiao, and Yi ~.=E were carried on in the later historical sources.

MILITARY CEREMONIALS AND SOCIAL ORDER IN THE PERIOD

OF UPHEAVAL BETWEEN THE TANG AND SONG DYNASTIES

MARUHASHI Mitsuhiro

This study focuses on military ceremonials, and in particular the imperial hunt

EB 1m and military drills ~iEt, in analyzing how social order was meditated by

military affairs in the period of upheaval between the Tang and Song dynasties.

In the early period of the Tang dynasty the emperor, foreign embassies,

leading civilian and military officials, soldiers and ordinary citizens would all

assemble for the imperial hunting expeditions and ceremonial military drills. These

assemblies served as representations of the Tang imperial order. The participants

would follow a program prescribed in the classics and jointly conduct military

exercises. They would thereby confirm their individual places in the imperial

order. Moreover, in the case of the imperial hunt, a portion of the game that had

been caught during the hunt was shared by the participants in a communal meal,

and another portion was used as an offering at the tomb of the imperial ancestors.

This practice also emphasized the unity of the entire empire, including the imperial

ancestors.

Military ceremonials, however, changed greatly as time passed. In the case

of the imperial hunt, the practice of the emperor and his subjects exchanging the

game taken and other items spread during the late Tang. Then in the Sung, the

practice of offering game to the imperial tomb itself died out. In short, the fact

that the fruits of this military training were shared in a reciprocal, quid pro quo,

manner by sovereign and subject rather than shared communally among the

members of the empire, was important as a turning point in the mediation

between the two.

A similar phenomenon occurred in the case of military drills. In other words,

- 2-
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full representation of the entire empire on the parade grounds became a rarity,

the emperor would make imperial progresses to specific military camps, evaluate

the military skills of the officers, and make awards.

To summarize, in both ceremonials that which mediated between sovereign

and subject were practices like military training or the sharing of game, whose

context shifted from what was essentially a military one to an individual

relationship of reciprocity unrelated directly to the military. In other words, the

motivation to mediate the social order through military means faded greatly. By

the time of the late Song dynasty, the continued existence of the two ceremonials,

which had lost their essence, came into question.

TRIBUTE GRAIN ~!~i AND ITS SURPLUS ~*

DURING THE MING DYNASTY

TAGUCHI K6jir6

The aim of this study is to illuminate the financial act of grain tribute ~! jI

system and its relationship to the non-institutional factors such as physical

distribution of the time.

By establishing its political and military center in a location far from the

principal sources of the land tax, the Ming dynasty was required to invest

resources in establishing material supply lines and maintaining their stable

operation. Given the high cost of such operations, the bulk goods such as grain

could not continue to be sent to Beijing endlessly. In accordance with the increase

in the number of the people involved, the amount of individual payments was

naturally limited. One of the countermeasures chosen as most appropriate was the

allotment of one dan 15 per month as the grain ration for both soldiers and

officials. This allotment was fundamentally maintained even after 1522 when the

collection of tribute grain ~!~i was remarkably commuted to silver. In this case,

the short-term decrease in the amount of tribute grain collected in kind was not in

the least the result of the general preference for employing silver as payment,

even if payment in silver was indeed an important factor in easing the operation of

the governmental finance. After a period of trial and error, the method of paying

two months of the ration to the military in silver became fixed in 1582.

The monthly allotment of one dan of grain alone cannot be presumed to

indicate that there was consumer's surplus in a numerical sense. Therefore,

-3-
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